
基発 o8 0 4第 1号

平成 23年 8月 4 日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令の施行

及び労働保倹事務組合に対する報奨金の交付要件の算定の基準となる日の

延長期日を定める件並ひ'に労働保険事務組合報奨金交付要領の改正について

労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令(平成23年厚生

労働省令第四1号。以下「申誇期限延長省令」という。)及び労働保険事務組合に対する

報奨金の交付要件の算定の基準となる日の延長期日を定める件(平成23年厚生労働省告

示第 273号。以下「算定基準日延長告示」という。)については、本目、別添l及び別添

2のとおり公布され、申請期限延長省令は同日から施行されることとなった。

また、労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令(平成 23

年政令第 75号)及び労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省

令(平成 23年厚生労働省令第 43号)の内容については、「労働保険事務組合に対する報

奨金に関する政令の一部を改正する政令及び労働保険事務組合に対する報奨金に隠する

省令の一部を改正する省令の制定についてJ(平成 23年3月 31日基発 0331第5号。以

下「報奨金政省令改正施行通達」という。別添30) により既に通知したところである。

さらに、以上の関係法令の改正及び制定等を踏まえ、今般、労働保険事務組合報奨金

交付要領(以下「交付要領j という。)を531]添4のとおり改正することとした。

これら申請期限延長省令及び算定基準日延長告示並びに交付要領の改E内容は、下記

( のとおりであるので、貴下職員へ周知するとともに、実施に当たっては遺漏なきょう取

り扱われたい。

なお、交付要領の新旧対照表を別添5として添付するので、参考とされたい。
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I 申請期限延長省令及び算定基準日延長告示関係

1.申請期限延長省令について

(1)内容

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における社会保険料及び労働保険料

等に関する納期限等を延長する件(平成 23年厚生労働省告示第 66号。以下「納

期限延長告示j という。)により、岩手県、宮城県及び福島県の労働保険料及び

一般拠出金(以下「労働保険料等Jという。)の法定納期限が延長されているこ



とを受け、下記2. の算定基準日の延長と併せて、平成 23年度の報奨金の交付

申請期限を平成 24年1月31日とすることとした。

なお、青森県及び茨城県については、下記2.の延長後の算定基準日が平成23

年7月初日であり、労働保険事務組合が報奨金の交付申請の準備を行うために

必要な期聞は確保されていると考えられるので、申請期限については、原則どお

り9月 15日とする。

(2)施行日

申請期限延長省令は、公布の日から施行することとした。

2.算定基準日延長告示について

納期限延長舎示及び青森県及び茨減県における社会保険料及び労働保険料等に

関する納期限等を指定する件(平成 23年厚生労働省告示第 180号)により、労働

保険料等の納期限が、青森県及び茨城県においては平成 23年 7月29日に、岩手県、 / 

宮城県及び福島県においては別途告示により指定する期日(以下旬IJ途指定期日」

という。)まで延長されていることを受け、報奨金の交付要件の算定基準日を、青

森県及び茨城県においては平成 23年7月初日に、岩手県、宮城県及び福島県にお

いては平成 23年 12月 28日(別途指定期日が同日前の期日となる場合には、当該

期日)とした。

E 交付要領の改正

1.報奨金の交付目的の追加

「労働保険事務組合に対する報奨金制度の見直しについてj (平成22年 10月28

日22検第 650号。以下「会計検査院の意見表示通達Jという。?により、会計検

査院から、報奨金の交付目的を明示するよう意見表示がなされたことを受け、報奨

金の交付目的が、 「労働保険事務組合の労働保険事務及び一般拠出金事務の適正な

遂行の労に報い、もって労働保険料及び一般拠出金の収納率を高く維持すること」

であるととを明記した。

2.報奨金制度の見直しを受けた改正(報奨金政省令改正施行通達記の 1及び2関係)

(1)労働保険料に係る報奨金の定率部分の算定に用いる率の引下げについて

労働保険料に係る報奨金の定率部分の算定に用いる率を、改正前の 100分の2.5

から、 100分の 2とした。

(2)労働保険料に係る報奨金の額の上限について

.労働保険料に係る報奨金の額について、 1，000万円(平成 23年度においては

3，000万円、平成24年度においては 2，000万円)を上限とした。



(3)労働者数が 16人以上の事業に係る特例措置の廃止について

報奨金の額の算定の基準となる、前年度に使用した労働者数が 16人以上の事

業のうち、当該前年度の直前の過去3年度のいずれかの年度において労働者数が

15人以下であった事業については、特例措置として報奨金の額の算定の対象とし

ていたところであるが、当該特例措置が廃止されたことを受け、関連する規定を

削除した。

3.東日本大震災に係る労働保険料等に関する特例措置を受けた改正(申請期限延長

省令及び算定基準日延長告示等関係)

(1)申請期限及び算定基準日の延長

報奨金の申請期限については、岩手県、宮城県及び福島県においては、平成 24

年 1月 31日とし、算定基準日を、青森県及び茨城県においては、平成 23年7月

29日、岩手県、宮城県及び福島県においては、平成 23年 12月 28日 OllJ途指定

期日が同日前の期日となる場合には、当該期日)とした。

(2)交付要件における算定の特例

報奨金の交付の要件の算定基準となる、前年度において常時 15人以下の労働

者を使用する事業の事業主の委託に係る確定保険料又は当年度の一般拠出金か

ら、労働保険料等の免除(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助

成に関する法律(平成 23年法律第40号)第 81条及び第84条に基づく労働保険

料及び一般拠出金の免除をいう。)、納期限の延長(岩手県、宮城県及び福島県

において、平成22年度確定保険料及び平成23年度一般拠出金の申告はなされた

が、納期限延長告示により期限が延長されているため、算定基準日において納付

されていない場合をいう。)又は労働保険料等の納付の猶予(労働保険の保険料

の徴収等に関す石法律(昭和 44年法律第 84号)第 30条(石綿による健康被害

の救済に関すと3法律(平成 18年法律第4号)第38条第 1項において準用する場

合を含む。}によりその例によることとされる国税通則法(昭和 37年法律第 66

号)第 46条に基づ〈納付の猶予(東日本大震災に係るもの)をいう。)の対象

となった労働保険料等(以下「免除等の対象となった労働保険料等j という。)

を除くこととした。

(3)報奨金の額の算定の特例

報奨金のうち、定率部分に係る額の算定において、その算定基礎となる前年度

の労働保険料及び当年度の一般拠出金に、免除等の対象となった労働保険料等を

含めることとした。

4.区分経理の実施内容の追加

会計検査院の意見表示通達により、会計検査院から、労働保険事務組合に対して

区分経理を適切に行うよう指導監査を徹底し、国から支出された報奨金の使途の透

明性を確保するよう意見表示がなされたことを受け、平成 24年度以降の報奨金.の



交付申請における区分経理の取扱いを、交付要領の別添として追加した。
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都道府県労働局長殿

基発 0331第 5号

平成 23年 3月 31日

労働基準局長

(公印省略)

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令及び労働

保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改定する省令の制定につい

て

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令(平成 23年

政令第 75号7及び労働保険事務総合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する

省令(平成23年厚生労働省令第43号)については、本目、}jIJ添1及び2のとおり公

布され、平成23年4月1sから施行されることーとなった。

その内容は下記のとおりであるので、貴下職員へ周知するとどもに、実施lど当たっ

ては遺漏なきょう取り扱われたい。

記

1 報奨金制度の見寵しについて

(1)労働保険料に係る報奨金の定率部分の算定に用いる率の引下げについて

労働保険料に係る報奨金の定率部分の算定に用いる率を、改正前の 100分の

( 2_5から、.100分のZに引き下げることとしたこと。

(2)労働保険料に係る報奨金の額の上限について

労働保険料に係る報奨金の額について、 1，000万円を上限とすることとしたこ

と。なお、本措置については経過措置(下記2参照)が設けられていることに留

意すること。

(3 )労働者数が 16人以上の事業に係る特例措置の廃止について

報奨金の額の算定の基準となる前年度に使用した労働者数が 16人以上の事業

のうち、当該前年度の直前の過去3年度のいずれかの年度において労働者数が

15人以下であった事業については、特例措置として報奨金の額の算定の対象と

していたところであるが、当該特例措置を廃止することとしたこと。

別添3.



2 経遇措置について

上記1(2)の報奨金の額の上限について、平成2，3年度においては3，000万円、

平成24年度においては 2，000万円を上限とする経過措置を設けたこと。.

3 改正後の法令の適用について

改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和 48年政令第 195

.号)については、*成 23年4月1日以後交付する報奨金について適用することと

したとと。

4 その他

平成 23年度以降の報奨金の交付に当たっての具体的な事務処理など詳細につい

ては、別途通知するとととする。
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労働保険事務組合報奨金交付要領

第 1 目 的

報奨金の交付目的は、労働保険事務組合(以下「事務組合Jという。)の労働保険事務

及び一般拠出金事務の適正な遂行の労に報い、もって労働保険料(注1)及び一般拠出金(注

2)の収納率を高く維持することであり、この目的を達成するため、労働保険料の納付状況

が著しく良好な事務組合に対'して、報奨金を交付することにより労働保険料の適正な申告・

納付を助長・奨励するちのである。

この要領は、事務総合に対する報奨金の交付に関する法令の施行に関し、必要な事項を定

めることを目的とする。

第2 報奨金の交付要件

事業主の委託を受けて納付する労働保険料及び一般拠出金の納付の状況について、事務組

合がそれぞれ次の要件のいずれにも該当する場合に、当該事務組合に対して報奨金を交付す

るものとする。

なお、平成24年度からの報奨金の申請時に区分経理の有無及び報奨金の目的外使用(人

件費等以外への支出〉の有無を確認し、区分経理がなされていない、または、交付目的外使

用を予定する事務組合については、報奨金の交付対象から除外するものとする。

労働保険料に係る報奨金

1 報奨金算定基準日 (7月10日(青森県及ひお茨城県において(注3)は7月29日、岩

手県、宮城県及び福島県において(注3)は12月28日(延長後の納期限(注4)がそ

れ以前の場合は、延長後の納期限)、他の地域において天災その他やむを得ない理由がある

ときは7月 17巨。なお、報奨金算定基準日が土曜日又は日曜日に当たるときには、これ

らの日の翌月曜日を報奨金算定基準日とする。)において、前年度の労働保険料(注目(当

該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等Jという。)で、

あって、前年度において常時15人以下の労働者を使用する事業(注6)の事業主の委託

に係るものにつき、その確定保険料(注7)の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金(注

8)を納付すべき場合には、当該追徴金又は延滞金の額を含み、労働保険料の免除(注9)、

納期限の延長(注10)又は労働保険料の納付猶予(注11)の対象となった確定保険料

の額を除く。)の 100分の95以上の額が納付されていること。

なお、 上記において天災その他やむを得ない理由とは、

①天災地変等の不可抗力

②~通文は郵便のストライキ等

③その他上記①、②に準ずるやむを得ない理由(注1.2)があるときであること。

2 前年度の労働保険料等については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44

年法律第84号。以下『徴収法Jという。)第26条第3項の規定により滞納処分を受けた
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ことがないこと(注13)。

3 偽りその他不定な行為により、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を受

けたことがないこと(注14)。

一般拠出金に係る報奨金

1 報奨金算定基準日 (7月10日(青森県及び茨城県において(注3)は7月29日、岩

手県、宮城県及び福島県において(注3)は12月28日(延長後の納期限{注4)がそ

れ以前の場合は、延長後の納期限)、他の地域において天災その他やむを得ない理由があ

るときは7月 17日。なお、報奨金算定基準日が土曜日又は日曜日に当たるときには、こ

れらの日の翌月曜日を報奨金算定基準日とする。)において、当年度の一般拠出金(当該一

般拠出金に係る追徴金及び延滞金の額を含み、一般拠出金の免除(注9)、納期限の延長(注

10)又は一般拠出金の納付猶予(注11)の対象となった一般拠出金の額を除く。以下

「当年度の一般拠出金等Jという。)であって、前年度において常時15人以下の労働者 ( 

を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その当年度の一般拠出金等の額の合計

額の 100分の 95以上の額が納付されていること。

なお、上記において天災その他やむを得ない理由とは、

①天災地変等の不可抗力

②交通又は郵便のストライキ等

③その他上記①、②に準ずるやむを得ない理由、があるときであること。

2 当年度の一般拠出金等については、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成 18

年法律第4号。以下「石綿健康被害救済法Jという。)第38条第1項において準用する徴

収法第26条第3項の規定により滞納処分を受けたことがないこと。

3 偽りその他不正な行為により、当年度の一般拠出金等の徴収を免れ、又はその還付を受

けたことがないこと。

第3 報奨金の額

報奨金は、予算の範囲内で、次の1から3までの方法で算定した額の範囲内の額を交付す

るものとする。

ただし、労働保険料に係る報奨金交付額の上限は1，000万円(平成23年度において

は3，000万円、平成24年度においては2，000万円)とする。

労働保険料に係る報奨金の額

1 報奨金算定基準日において、第2の報奨金の交付要件に該当した事務組合 (2文は3に

該当するものを除く)。

(1)原則

事務総合ごとの報奨金の額は、事業主からその事業についての労働保険料の納付の委

託を受けた事業(注 15)に関し、次のロに留意して、イの額についてそれぞれに掲げる

方法により算定した額の合計額とする。
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イ 常時15人以下の労働者を使用する事業に係る額

(イ) 当該事業の事業主から委託を受けて報奨金算定基準白までに納付した前年度の

労働保険料 (労働保険料の免除(注9)、納期限の延長(注 10)又は労働保険料の

納付猶予(注11)の対象となった労働保険料の額を含み、督促を受けて納付した労

働保険料を除く。) の額(注 16) (その額が確定保険料の額を超えるときは、 当

該確定保険料の額) の合計額に100分の2. 0を乗じて得た額

(ロ) 当該事業について、 前年度の常時使用する労働者の数及び保険関係の成立区分

別の事業数にそれぞれ次に掲げる単価を乗じで得た額を合算した額

常時使用する
保険関係の成立区分 単 価

労働者の数

5人未満
二保険関係成立事業 (注 17) 1 2. 400円

二保険関係成立事業以外の事業 (注18) 6. 200円

5人以上 ニ保険関係成立事業 6. 200円

15人未満 二保険関係成立事業以外の事業 3. 100円

ロ 上記イにかかわらず、イの(ロ)の額の算定に当たり、その基礎となる事業の数の合計

数が 1，000を超える場合には、次に掲げる順に各区分の事業の数を加え、その

数が 1，000を超えることとなる区分の事業の数については、 1，000から、

， 1， 000を超えることとなる区分の直前の区分までの事業の数の合計数を控除して

得られる数とするとともに、当該区分より後の区分の事業の数は総て rOJとして算

定するものとする。

① イの常時工 5人以下の労働者を使用する事業のうち、 5人未満のご保険関係成立

事業

② 同5人未満の二保険関係成立事業以外の事業

③ 同5人以上15人以下のこ保険関係成立事業

④ 同5人以上15人以下の二保険関係成立事業以外の事業

(例) ①が500、②が300、③が400の場合

③の事業の数については、 1，000ー(①+②)= 2 0 0とする。

@以降の数はOとする。

①+②+③=1，000 

(訪調整措置

委託事業の大部分が労災保険率の低い業種に属し、又はその労働者の使用期聞が短い

等の特殊な事情から(1)により算定した額が、当該事務組合の納付した前年度の労働保険

料の額のうち、常時15人以下の労働者を使用する事業に係る前年度の労働保険料の額

を超える場合には、(1)にかかわらず、当該事務組合の納付した当該前年度の労働保険料

の額に相当する額とする。

2 天災その他やむを得ない理由により、 7月17日に、第2の報奨金の交付要件に該当し
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た事務総合 (3に該当する事務組合を除く。)に対して交付する報奨金の額

報奨金の額は、 7月 17日までに納付された前年度の労働保険料を報奨金算定基準日ま

でに納付されたものとみなして上記1により算定した額から、その 100分の 5を減じた額

とする。

3 天災その他やむを得ない理由により、 7月 17日に、第2の報奨金の交付要件に該当し、

かっ、口座猿替併jを採用している事務組合であって、前年度末現在〈※1)において、当

該事務組合の全委託事業の2分の1以上が口座振替制を利用している事務組合に対して交

付する報奨金の額

7月 17日までに納付された前年度の労働保険料を報奨金算定基準日までに納付された

ものとみなして上記 lにより算定した額とするロ

(※1)当年度の4月 1日より報奨金算定基準日までに新規委託又は委託解除により委託事

業数又は口座振替制利用事業が変動する場合は、報奨金算定基準日現在

一般拠出金に係る報奨金の額

1 報奨金算定基準日において、第2の報奨金の交付要件に該当した事務組合。

事務組合ごとの報奨金の額は、事業主からその事業についての一般拠出金の納付の委託

を受けた事業に関し、 次に掲げる方法により算定した額とする。

イ 常時15人以下の労働者を使用する事業に係る額

当該事業の事業主から委託を受けて報奨金算定基準日までに納付した当年度の一般

拠出金(注 19) (督促を受けて納付した一般拠出金を除く。)の額の合計額に 100分の

3. 5を乗じて得た額

2 天災その他やむを得ない理由により、 7月 17日に、第2の報奨金の交付要件に該当し

た事務組合 (3に該当する事務組合を除く。)に対して交付する報奨金の額

報奨金の額は、 7月17日までに納付されたその年度の一般拠出金を報奨金算定基準日

までに納付されたものとみなして上記1により算定した額から、その 100分の 5を減じた

額とする。

3 天災その他やむを得ない理由により、 7月 17日に、第2の報奨金の交付重要件に該当し、

かつ、口座振替制を採用している事務組合で、あって、前年度末現在(※1)において、当

該事務組合の全委託事業の2分の1以上が口座振替市jを利用している事務組合に対じて交

付する報奨金の額

7月 17日までに納付されたその年度の一般拠出金を報奨金算定基準日までに納付され

たものとみなして上記1により算定した額とする。

(※ 1) 当年度の4月 1日より報奨金算定基準日までに新規委託又は委託解除により委託事

業数文は口座振替市j利用事業が変動する場合は、報奨金算定基準日現在

(注1) r労働保険料」とは、徴収法第 10条第2項第1号~第3号の2の一般保険

料、第l種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険

料をいい、委託を受けることのない同項第4号の印紙保険料及び労働保険料

に該当しない失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及
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び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律(昭和44年法律第85号)第19条第1墳の労災保険の特別保

険料は含まれない。

(注2) r一般拠出金Jとは、石綿健康被害救済法第35条第1項で，定められたもの

をいう。

(注3)r青森県及ひF茨城県においてJr岩手県、宮城県及てF福島県においてJとあるの

は、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県のそれぞれの地域に主たる

事務所の所在地を有する事務組合及び当該地域に所在する事業主から労働保

険事務又は一段拠出金事務の委託を受けている事務組合が対象となる。

(注4)r延長後の納期限」とは、「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における

社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件J(平成23年厚

生労働省告示第66号)により延長された後の納期限をいう。

(注5) r前年度の労働保険料Jとは、前年度中において納付すべき労働保険料では

なく、前年度の期聞に係る労働保険料、すなわち、前年度の賃金総額(労災

保険の特別加入の場合は保険料算定基礎額の総額)を基礎として算定した労

働保険料をいう。ただし、有期事業の委託に係る労働保険料にあっては、前

年度中に保険関係が消滅した有期事業の全期間の賃金総額(労災保険の特別

加入の場合は保険料算定基礎額の総額)を基礎として算定した労働保険料を

いう。

(注6) r常時 15人以下の労働者を使用する事業」とは、事業主単位ではなく、事

業単位(徴収法第7条~第9条の規定により一括された事業については、一

括後の事業単位)による。また、常時使用労働者数の計算は次によるものと

する。

① 前年度の各月(前年度中途に保険関係が成立した事業にあっては、保険

関係成立以後の各月)の末日(賃金締切日がある場合には、月末直前の当

該賃金締切目)の使用労働者数の合計を12 (前年度中途に保険関係が成

立した事業にあっでは、保険関係成立以後の月数)で除して得た労働者数

② 船きょ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの

事業及び徴収法第7条の規定により一括された有期事業については、前年

度の3月31日以前l年間の延労働者数を所定労働日数で除して得た労働

者数

(注7) r確定保険料J~は、前年度の期間(有期事業にあっては当該保険関係に係

る全期間)に係る確定保険料について事務組合が申告し、または政府が認定

決定したものをいう。ただし、算定基準日以降に算定基礎調査等により、前

年度の確定保険料に変更があった場合の差額分l士、算定基礎調査等を行った
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年度の保険料として取扱う。

(注8) r延滞金」とは、前年度の確定保険料に係るもののみではなく、前年度の概

算保険料に係る延滞金も含む。

(注9)r労働保険料の免除Jr一般拠出金の免除」とは、来日本大震災に対処するため

の特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第81

条及び第84条1;:基づく労働保険料等の免除をいう。

(注 10)r納期限の延長」とは、「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における

社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件J(平成23年厚

生労働省告示第66号)に基づく納期限の延長をいう。

(注 11)r労働保険料の納付猶予Jr一般拠出金の納付猶予」とは、徴収法第30条(石 / 

綿健康被害救済法第38条第1項において準用する場合を含む。)によりその 、

例によるとととされる国税通則法(昭和37年法律第66号)第46条に基

づく納付の猶予(東日本大震災に係るもの)をいう。

(注 12) ①、②に準ずるやむを得ない理由には、事務組合が事務整理期間を必要と

じた場合(事務組合が、事業主に対し当該事務組合への労働保険料の納付の

ための金銭の交付を口座振替制(預金の払出しとその払出した金銭を事務組

合へ交付することをその預金口座のある金融機関に委託して行う方法をい

う。)により行わせている場合を含む。)を含むものであること。

(注 13) 上記1の及びに該当する事業に係る前年度の労働保険料等について当該処

分を受けた場合のほか、それ以外の事業の事業主の委託に係る前年度の労働

保険料等について当該処分を受けた場合も含まれる。

(注 14) r偽りその他の不正な行為により、……徴収を免れ、又はその還付を受け / 

たことがないこと」とは、上記 1の及びに該当する事業に係る前年度の労働

保険料等について、不正な行為により徴収を免れ、又はその還付を受けた場

合のほか、それ以外の事業の事業主の委託に係る前年度の労働保険料等につ

いて不正な行為により徴収を免れ、又はその還付を受けた場合をも含まれる。

(注 15)・ r，労働保険料の納付の委託を受けた事業Jとは、前年度分の確定保険料に

係る事業をいう。したがって、当年度において年度更新手続をした事業のほ

か、 前年度中に保険関係が消滅して確定保険料の申告をした事業を含むが、

前年度から引き続き保険関係が存続している有期事業は含めない。また、前

年度分の確定保険料に係る納付の事務処理を行った時点については、前年度

中に行った場合に限らず報奨金算定基準日までに処理した場合も含む。

(注 16) r納付した前年度の労働保険料(管促を受けて納付した労働保君主料を除く。)
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の額」とは、納付した前年度の概算保険料、増加概算保険料、保険料率の引

上げによる追加納付額及び確定精算に伴5追加納付額をいう。

(注17) r二保険関係成立事業」とは、労災保険及び雇用保険のいずれの保険関係

も成立している事業をいう。

(注 18) r二保険関係成立事業以外の事業Jとは、一元適用事業であって労災保険

に係る保険関係のみが成立しているもの、一元適用事業であって雇用保険に

係る保険関係のみが成立し了ているもの、労災保険に係る保険関係が成立して

いる二元適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立しているこ元適用事業

をいう。

(注 19) r当年度の一般拠出金Jとは、当該年度の一般拠出金をいう。すなわち、

前年度の賃金総額を基礎として算定した一般拠出金をいう D

. 
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第4 報奨金の交付事務手続

1.. 労働保険事務組合報奨金交付申請書の提出

(1) 報奨金の交付を受けようとする事務組合は、 9月 15目(岩手県、宮城県及び福島県に

おいて(第3の注3)は1月 31日。これらの期日が土曜日又は日曜日に当たるときには、

これらの日の翌月曜日)までに労働保険事務組合報奨金交付申請書(様式第1号。以下『申

請書』という。)を2部提出するものとする。

また、平成 24年度以降の交付申請においては、別添の対応が必要であることに留意す

ること。

(2) 申請書は、都道府県労働局(以下「労働局Jという。)に提出するものとする。

2.申請書の作成についての指導

申請書の作成に当たっては、 事務組合に対し特に次の事項を指導するものとする。

労働保険料に係る報奨金申請書 i

(1)[申請書記入の留意事項]

イ r(平成 年度概算・確定保険料納付状況)Jーについては、前年度において常時15人

以下の労働者を使用する事業について報奨金算定基準日現在の納付状況を記入させるこ

と。

ただし、報奨金算定基準日が 7月 17日である事務組合については、 7月17日現在

の納付状況を記入させること。

ロ 『基幹番号」櫛は、番号順に記入させること。

ノ、

なお、年度途中において新規委託を受けた事業で個別加入事業と同様の処理をしてい

るものについては、それらをまとめて最後の行に記入させること。この場合、その内訳

を申請書別業に記入させ、添付させること。)JIJ莱の作成に当たっては、「基幹番号J欄に

は、個別事業の「労働保険番号j とその下部に指弧書きで「委託年月日Jを記入させる

こと。

r@甲 (5人未満の事業)J欄及び「⑫乙 (5人以上15人以下の事業)J欄について

は、それぞれA(二保険関係成立)及びB (二保険関係成立以外)の委託事業数を記入

させるこじ

なお、雇用保険の被保険者のすべてが雇用保険に係る保険料免除対象高年齢労働者で

あるため、当該事業の雇用保険に係る分の確定保険料が rOJとなった事業であっても、

当該事業の雇用保険に係る保険関係は存続しているものであること。

r (平成年度算定基礎調査等にかかる差額保険料納付状況)Jについては、前年度に

おいて常時 15人以下の労働者を使用する事業について算定基礎調査等により前k年度

以前の確定保険料に変更があった場合に記入し、当該確定保険料の差額について報奨金

算定基準日現在の納入状況を記入させること。

ただし、報奨金算定基準日が7月17日である事務組合については、 7月17日現在

-8-



の納付状況を記入させること。

ホ f⑬(平成年度算定基礎調査等にかかる差額保険料):増額分」欄及び「⑬(平成年

度算定基礎調査等にかかる差額保険料)減額分J欄については、算定基礎調査等により

変更となった確定保険料の差額を、基幹番号別にそれぞれ記入させること。

なお、増額変更と減額変更があった場合も、当該増額分と減額分を相殺することなく、

それぞれを記入させること。

へ 『⑬(⑬ー⑭ )J欄については、その結果がプラスとなる場合(増額変更のみあった

場合あるーいは増額分〉減額分であった場合)は当該差額に対する保険料の納付状況を記

入させ、その結果が[}.("イナス)となる場合(減額変更のみあった場合あるいは増額

分<減額分であった場合)は、その額([).)をそのまま記入させること。

ト 算定基礎調査等により変更された確定保険料の差額については、その所属の年度にか

かわらず、当該算定基礎競杢等を実錨した年度の保険料として取り扱うことになるので、

「交付要件確定保険料額J欄の記入に当たっては、前年度の確定保険料等の額に当該差

額分を増額あるいは減額した額を記入させることロ

(2) [口座振替市j採用の有無等I

イ 「全委託事業数」欄i士、口座振替制を採用している事務組合について、前年度末現在

(※ 2)において委託している事業数を記入させること。

ロ 「口座振替制利用事業数」欄は、前年度末現在(※ 2)において口座振替制の利用契

約をしている委託事業数を記入させること。

ハ 「口座振替帝j利用率j欄は、全委託事業に占める口座振替市J利用事業の割合(口座振

替制利用委託事業数/全委託事業数)を記入させること(小数点以下切り捨て)。

なお、総会コンピュータシステム以外の方法により口座振替市lを採用している事務組

合であって、口座振替制利用率が50%以上の場合は、利用事業数を的確に証明する書

類文は金融機関等の証明する書類を添付させること。

(※ 2) 第3の3の(※1)を参照

(3) [総括]

イ 『報奨金算定基準日j欄は、該当する事項をOで図ませ、報奨金算定基準日が7月l

7日の場合は、報奨金算定基準日までに確定保険料の 100分の95以上を納付できな

かった理由を記入させること。

なお、青森県、茨城県、岩手県、宮城県及び福島県においては、記戟不要とする。

ロ 報奨金の額の算定に当たって、算定基礎調査等により減額変更が行われた場合は当該

+ 



減額分を反映させることから、「定率及び定額による額j欄のうち、「定率分」について

は、前年度の確定保険料等の額(ロ)から減額分 (a)を引いた額に2/100を乗じ

た額を記入させること。「定額分jについては、[平成年度概算・確定保険料納什状況]

の「⑬、⑫J欄の「ニJrホJrへJrト」の)1演に事業数(以下「報奨金算定事業数Jとい

う。)を転記させるとと。

ただし、転記させる報奨金算定事業数の累計が 1，.000を超える場合には、 1，0 

00を限度として転記させること。

また、累計を fαJ欄に必ず記入させること。

ハ 「⑫J欄の額に 100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて記入させる

こと。また、その額が 1，000万円(平成 23年度においては3，000万円、平成

24年度においては2，000万円。以下この項において同じ。)を超えるときは、 1，

000万円とすること。

「※J欄は記入させないこと。

一般拠出金に係る報奨金申請書

(1)[申請書記入の留意事項]

イ r(平成年度一般拠出金納付状況)Jについては、前年度において常時15人以下の

労働者を使用する事業について報奨金算定基準日現在の納付状況を記入させること。

ただし、報奨金算定基準日が7月17日である事務組合については、 7月17日現在

の納付状況を記入させること。

ロ 「基幹番号J欄は、番号順に記入させること。

ノ、

なお、年度途中において新規委託を受けた事業で個別加入事業と同様の処理をしてい

るものについては、それらをまとめて最後の行に記入させること。この場合、その内訳

を申請書別薬に記入させ、添付させること。別業の作成に当たっては、「基幹番号J欄に

は、個別事業の「労働保険番号Jとその下部に括弧書きで『委託年月日j を記入させる

こと。

r(平成年度算定基礎調査等に係る差額一般拠出金納付状況)Jについては、前年度

において常時15人以下の労働者を使用する事業について算定基礎調査等により前々年

度以前の一般拠出金に変更があった場合に記入し、当該一般拠出金の差額について報奨

金算定基準日現在の納入状況を記入させること。

ただし、報奨金算定基準日が7月17日である事務組合については、 7月17日現在

の納付状況を記入させること。

f③(平成年度算定基礎調査等に係る差額一般拠出金)増額分J欄及び r@(平成

年度算定基礎調査等に係る差額一般拠出金)減額分」欄については、算定基礎調査等に

より変更となった一般拠出金の差額を、基幹番号別にそれぞれ記入させること。

なお、増額変更と減額変更があった場合も、当該増額分と減額分を相殺することなく、

ー10-



それぞれを記入させること。

ホ 『③(③ー④ )J欄については、その結果がプラスとなる場合(増額変更のみあった

場合あるいは増額分>減額分であった場合)は当該差額に対する一般拠出金の納付状況

を記入させ、その結果がム(マイナス)となる場合(減額変更のみあった場合あるいは

増額分く減額分であった場合)は、その額(ム)をそのまま記入させることロ

へ算定基礎調査等により変更された一般拠出金の差額については、その所属の年度にか

かわらず、当該算定基礎調査等を実施した年度の一般拠出金として取り扱うことになる

ので、「交付要件一般拠出金額J楠の記入に当たっては、当年度の一般拠出金の額に当該

差額分を増額あるいは減額した額を記入させること。

(2) [総括]

イ 「報奨金算定基準日J欄は、該当する事項をOで留ませ、報奨金算定基準日が 7月1

7日の場合i士、報奨金算定基準日までに一般拠出金の 100分の95以上を納付できな

かった理由を記入させること。

なお、青森県、茨城県、岩手県、宮城県及び福島県においては、記載不要とする。

ロ 報奨金の額の算定に当たって、算定基礎調査等により減額変更が行われた場合は、当

該減額分を反映させることから、『所定額(定率)J禰のうち、当年度の一般拠出金等の

額(ロ)から減額分 (a)を引いた額に3.5/100を乗じた額を記入させること。

ハ 「⑫」櫛の額に 100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて記入させる

こと。

「※」禰は記入させないこと。

ー11-
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様式揮1号

平成 年度労働保険事務総合報奨金交付申詩書(事務組合控)

下記のとおり報奨金の実付を請求します. 平成 年

労働保険事帯組合の
背冊局長腔名 称 世話醤号

所在地 郵恒番号

E出押印又は署翁

代表者氏名 作成者氏名

労働保険料分

[平成 年度概算・確定保険料納付状況]

① 平成 年度事算・ @ @ @ 

平成 年度確定 晴世惇院科iと係る <D Iこ部萌 る@を のうち'Ii'促
基幹番号

保障特輯額@ 1'" {①+o+@) 納{サ額 5/:けた割

追故金 延滞晶

"---1 

'J、 署十
-(. 

月

① 

ロ

4文のヨち 枚目}

日 {握込を希望する金融機四，

(名称) 銀 行 (名称)

信用金庫
底

信用組合

金
労働金庫 ゅちう

融(口座}当座

揖関 揮 号 よ[所在地}

普通
朗
行

協議人}

J 

@ @ ⑪ 
続僕・保韓関係別昏託事蕪世

(@ー@) @柏村に晴4革顕る@柏付に係務輯る {⑤+@+@) 
⑪甲 @己

A B A B 

J、 ー ホ へ ト

{日本工畢続格B"J4靭IJ)



定 額 卦

車 S解 分 合 計

12，4.00円 5，200同 5.剖Opj 3，100円

〈ロ，)X2.0/100 ー ニx12，4回目 ホ *X6，200円 円 r、X6，2国円 ト トx3，100円 α @ 

( 

[平成 年度算定基礎調査等IC係る差額保険料納付状況l

平成 年直算定基礎調誌等に係る差額保院科 益額保腕軒lζ帽る
⑪ @ @ @ @ 

基幹番号
(⑬ー@)¥こ部品. @I<l革る @Iと係る

@増額分 ⑬減額分
⑮ ⑮ (⑪ー@+@+@) 柏村荷額 納付荷額 納付請額 (⑬十⑮+@)

迫惜:~ 離帯金

"" "'  

U 

，)、 計
a b 巴

ーω 

前年直線奨金書付聾件
持抽係暁耕輯掴

前年度報奨金交付要件
肯働揮世耕納付2荷額

[総括l
(1】輯f寸.'"等 (2) 報奨金算定基抽日 (5) 車事lI<U定額!とよる額[所定制

1 7/10 

2 7/17 

、BE
E
t
-
-
E
E
E
-
-
J

出
問理の

山
即時7

 
1
 

/
 

q
'
 

r
B
i
l
l
i
-
-
ー、

|@ト}円@

円 c

I口座振替制採用の有無等l

(1) 口座板谷制採用の有無

1悼ヨンシステムにより採用

z総ロンシステム以外の方法1<よD採用

s採用していない

(2) 口座桓替隔月1用串

生番托事業数

ロ座民槌制利用事裁量k

口座振替制利用車 拍

[日本工聾親務B到4判}



ーよ通』

E亙E
I平成 年庄一般槌出企抽付状況l。 @ 

基 幹 番号
平成 年皮

①納 付に 係荷額る
一般拠出金総額

、

合 官十
イ ロ

[平成 年直算定基礎調量揮に係る蓋甑-16拠出金納付状況1

平成 年度算定基礎開表等lこ慌る量額一般拠出金 整額般拠出金にf来る
基 幹番号

@増掴分 @融船台 @追徴金 @延滞金

ー

合 計
a 

合 計

平 成 年度 報 奨 金 提 柑1平成 年直線奨金提付
要件ー肱晶出金融額|要件一舵拠出金納柑時頓

d(イ+b) . (ロ+，) 

【総括1
(1)納付申等 [211緑7/損1金0算定基構日 (3)既定額(定率}

%1 
酷付率(O/d) 2 7/17 51 

@ 

(@ーOO+@+@)

b 

定 輔

[一咽自l骨‘{回 a)X3.6/100
前年度ー鰍拠出金の

輝総処分の有録
有ー踊

[ 故のうち 枚目)

@ @ ⑪ ⑪ 

(@ー(0)に係る @Iζ 悟る @に昂る
納付軒額柏村務頓納付言寄輯 (@+@+⑪} 

。

誠 5%融額措置による融

※宮{寸予定額

(日本工推組品B列4"'1)

( 



-<n 

( 

揖式軍1号の2

@ @ @ 骨 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 

ロ鹿揮粧軌付書の封剖保障番号
事働1時期刊険分料等の労額

警護座帯た口@座額軍の援曹(現輔納縛!と)納付口し付画鎮週付さの静間れう納以らた付内口額桂1:座納1 付@対険前象年特荷の度額う事不ち提櫨足草曹定額定の保納

議品}欝噛噛欝欝
@の@ゆの(額申}附書 当出年企度の掴一般拠

@金波で封れ書た叩とに書もし重額納一て史般臣付ロ付拠荷開盛停さ品車業
座た時口@座額鑓の極省(現羽書柏に納付口し付@週付揖替さ間のれう抽以ちた付内ロ頼聾iこ盛納1 

基幹番号 技番号

合計 ¥¥  テ F ヌ

ド ¥
Jレ( }¥¥  ¥¥  ¥¥  
オ

手。割..，印'>l
句町内'ち低い'"の掴

※『算定対象事業』とは.報奨金の申舗に揺る白人臥下事業をいう.

注1 @位、基幹番号の若い方から明に記入すること.(納付蓄に技醤号が止るものは、基勝番号が岡ーのもので技番号のないものの桂に続けて記入する.) 

注2 @は、口座据普納付目まで10;::什を畏けていた算定対象事車の間停車確定保障掛不足割で、口座揖緯納付したものを古め、口座匝笹納付日から起草して7日を量過した日までに納付した額を記入するこι-
また、口座振替納付日までに事輯組合h納付されtm可た算定封議事3棋の前年度猪車保険料不足額の一貫通健{朱実付の算定対象事象場翁(労働保IA番号を付記)且びその未，;::付の前年廃確定保障料不足額を記載した一覧

表]を帳付すること.

龍3 @については、ルの額がオの額を超えない範囲刷で、有利削斑序で日鹿振替納付がなされたものとするよう事輯組合が遭択す吾ことがでさること.

龍4 @にi主、線奨金算定基準Bまでに曲付した算定対象事識の前年車植草保障料、櫛加梧算保険料且世保険料率の引上げによる追加勘収保障耕の頓{その町が前年度確定保職制の額を超えるときは、前年度徳定開腕料の車問

の合併掴を記入するζι

、、

(日本工業銀絡B?lJ4判)



ーσヲ

合 計

掛「算定対象事第jとは、報提傘の申開iこ冊る15.人以下事業をいう.

注1 ⑮位、韮勝番号の若い方かも版l己記入するとと図。耐守番Iw桂番号があるものは、基幹番母が同ーのもので技番号のないものの笹1:掛けて記入するー]

注2 @Iの欄にO印を付したもの(@暗記入した額と@に記入した額が同額でおるものを障む)に聞しては、軍省ミ不能~，な。た袋古車車主uからの世個保障輔の朱交付lと閉し、 Z書記事離主に対して口座掴積細[す臼までに2度以

ょにわたり提付令摘求したとと且世事曹組合がその副求等に当た。て抽時した当館Z寄託事事院主から同日までに劣曲保険料のoe付を呈けられないこととなった事情をEする書面を酷付するこι
注3 @欄1:陪、算定対象事講師前年産確定保障料不足額で、口座.!i!替輯f寸によったものを古め、日盤面答納付日から起算して7闘を甚過した固までに納付したものの合計額を記入すること.

韓民，~n号の3

なお、ロ車振替抽f寸日から起算して7闘を経過した日の翌日において納付していない草蹄算定対象事携の前年度確定保障料不足割のー覚後悼納付の算定対象事提場名(労働保障色香号を付肥)&tJ<その車納付の前年度

確定保暁耕輔を記載した一覧表〉を桶付するこι
誌4 @欄iとは、報奨金算定基Z阻までに納付した算定対象事撲の前年度毎日庫保暁軒、増加概算保険料且び保険料率の引上げiζよる追加徴収保障料の額(その舗が前年度確定係陣料同額を超えるときは、前年庄暗世保険判の恒}

Q)合計闘を記λするこt.

{日本工車揖格B列4判)
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3.申請書の審査

事務組合から申請書が提出された場合には、次の事項に留意の上、速やかに申請書の内容

について審査するものとする。

なお、申請書の審査は慎重に行い、交付額の決定後に、取消、変更等のないよう留意する

こと。

(1) r口座振替制利用事業数」欄については、総合コンピュータシステムにより口座振替制

を利用している場合には、計算センターにおいて印書した事務組合別口座振替制利用事業

数の件数日ストと照合し、総合コンピュータシステム以外の方法により口座振替制を利用

している場合には、申請書fr.添付させた証明する書類文は金融機関等の在明する書類と照

合すること。

(紛 「会委託事業数J欄については、保険料・拠出金申告書内訳と照合すること。

(3) r;報奨金算定基準日J欄で7月 17日のものについては、第2の1の『天災その他やむ

を得ない理由」に該当するか否かを審査すること。

(必 申誇書記載の規模・保険関係別委託事業数、納付状況等は該当年度の保険料・拠出金申

告書内訳、領収済通知書、滞納事業場報告書等と照合すること。

(5) 算定基礎調査等により変更された確定保険料又は一般拠出金の差額については、その所

属の年度にかかわらず、当該算定基礎調査等を実施した年度の保険料として取り扱うこと

になるので、・交付要件の審査に当たっては、前年度の確定保険料額文は一般拠出金額に当

該差額分を増額あるいは減額して審査すること。

なお、報奨金の額の算定に当たっては、算定基礎調査等による差額のうち減額に係る分

のみを反映させるので、注意すること。

(6) 事務組合から提出された申書青書及び添付書類の記載事項のうち他の労働局の労働保険

( 特別会計歳入徴収官の所掌に係るものについては、当該労働局に当該申請書及び添付書類

を送付すること.送付を受けた労働局においてI士、その所掌に係る記載事項の審査を行い、

当該事務組合から重複して申請がなされていないかを確認した上で申請書及び添付書類を

返送すること。

(の 審査の結果、確定保険料額、一般拠出金額、委託事業数等の申請書各欄の記載事項につ

いて誤りを発見した場合には、朱書により必要な修Eを行うこと。この場合、審査の結果、

修正した事項を申請者が訂正された事項と判)JIJできるようにしておくこと。

(8) r⑧」欄には、第3に基づき算定した金額を、『交付予定額Jとして記入しておくこと。

なお、労働保険料に係る報奨金の額は、 1，000万円(平成 23年度においては3，

000万円、平成 24年度においては2，000万円)を超えるときは、 1，000万円

であることに留意すること。
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ω) 報奨金の交付要件に該当しない事務組合については、不交付の決定の前に理由を説明し

て、書面による申請り取り下げを行うよう指導すること。

(10)上記(1)から(ωにおいて、労働保険料等の免除、納期限の延長、労働保険料等の納付猶

予の取扱いに留意すること。
J 

4.労働保険事務組合報奨金交付決定簿の作成

(1) 前記3の審査の結果、報奨金の交付要件に該当する事務組合については、労働保険事務

組合報奨金交付決定簿(様式第2号。以下「交付決定簿」という。)を作成するものとする。

(2) 交付決定簿の作成上の留意事項

O労働保険料に係る報奨金交付決定簿

イ 交付決定簿の各欄については、事務組合ごとに申請書の「基幹番号J(2以上の労働保

険番号が附与されている事務組合については、基幹番号の末尾区分が最も小さい基幹番

号)及び⑤(保険料納付済額)、⑥+⑬(保険料納付済額のうち減額が必要な額)、⑦ー

⑬(定率分算定対象保険料納付済額)、⑪、⑫、⑧欄の数又は額、あるいは計算した額を

それぞれ対応する欄に転記し、各業ごとに小計を記入すること。

ロ 交付決定簿の欄については、報奨金算定基準日により f7月10日j欄文は f7月 1
7 13 J欄のいずれかに報奨金交付予定額を記入するとともに、算定方法に基づき、 22

(所定額によるもの)、 23 (調整額によるもの)のいずれかをOで囲むこと。

また、 f7月17日J欄については、口座振替市u利用率50%以上の場合には「口座振

替制該当分」欄に記入し、それ以外の場合には、 f5%減額措置j欄に記入すること。

なお、青森県、茨城県、岩手県、宮城県及ひ福島県においては、 f7月10日j欄に記

入すること。

ハ 交付決定簿の下段 Iの(1)欄については、⑫欄の算定方法が22の場合に@櫛の額の小

計を各菜ごとに記入すること。

また、 (2)欄については、各業ごとに100円未満の端数を切り捨てた額を記入するこ

と。

ニ 交付決定簿の下段目には、@禰の算定方法別にそれぞれの事務組合数、規模・保険関

係別委託事業数及び報奨金交付予定額の小許を各薬ごとに記λすること。

なお、( )には、報奨金算定基準日が 7月17日の分(f口座振替制該当分Jと f5%

減額措置」の合計)について内数で記入し、 f( )のうち口座振替制該当分J欄には、

口座振替市l該当分を記入すること。

ホ 交付決定簿の下段置には、申請書の(平成年度概算・確定保険料納付状況)の①欄

の額に「平成年度算定基礎調査等にかかる差額保険料(⑬及び⑬)Jを増額又は減額し

た額(①+⑬ー⑧)の小計を各業ごとに記入すること。
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へ交付決定簿の最終頁の「労働保険料納付状況J欄及び「規模・保険関係別委託事業数J

欄には、各葉の合計のみを記入すること。

また、 I、E及びEには、各業の合計を記入すること。

上記イ~へにおいて、労働保険料等の免除、納期限の延長、労働保険料等の納付猶予

の取扱いに留意すること。

0一般拠出金に係る報奨金交付決定簿

イ 交付決定簿の各欄については、事務総合ごとに申請書の「基幹番号J(2以上の労働保

険番号が付与されている事務組合については、基幹番号の末尾区分が最も小さい基幹番

号)及び②(一般拠出金納付済額)、④(一般拠出金納付済額のうち減額が必要な額)、

②ー④(算定対象保険料納付済額)、⑬欄の数又は額、あるいは計算した額をそれぞれ対

応する欄に転記し、各業ごとに小計を記入すること。

ロ 交付決定簿の欄については、報奨金算定基準日により r7月10日J欄又は r7月1

7匠」榔のいずれかに報奨金交付予定額を記入すること。

また、 r7jf 17日J欄については、口座振替市J利用率50%以上の場合には「口座振

替制該当分』欄に記入し、それ以外の場合には、 r5%減額措置J欄に記入するとと。

なお、背森県、茨城県、岩手県、宮城県及て貯蓄島県においては、 r7月 10日j欄に記

入すること。

ハ 交付決定簿の下段Iの(1)欄については、@欄の額を各築ごとに記入すること。

また、(2)欄については、各薬ごとに 100円未満の総数を切り捨てた額を記入するこ

と。

ニ 交付決定簿の下段Eには、@欄の算定方法別にそれぞれの事務組合数及び報奨金交付

予定額の小計を各業ごとに記入するとと。

なお、( )には、報奨金算定基準日が7月 17日の分(r口座振替制該当分Jと r5%

減額措置Jの合計)について内数で記入し、 r( )のうち口座振替制該当分j欄には、

口座振替制該当分を記入すること。

ホ 交付決定簿の下段Eには、申請書の(平成年度一般拠出金納付状況)の①欄の額に

「平成年度算定基礎調査等にかかる差額保険料(③及び④}Jを増額文は減額した額(①

十③ー④)の小計を各葉ごとに記入すること。

へ 交付決定簿の最終頁の f一般拠出金納付状況」欄には、合計のみを記入すること。

また、 I、E及びEには、各薬の合計を記入すること。

上記イ~へにおいて、一般拠出金の免除、納期限の延長、一般拠出金の納付猶予の取

扱いに留意すること。
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1
M
ロ
1

様式第2号

「有高:f<l:$l-I 平成 年度労働保険事務組合報奨金交付決定簿 枚のうち 枚目)

骨骨保険軒納付状況
規模保険関悟別委託事業数

@ 報奨金安付予定:&.ぴ決定額ならびに算定方法

@ @ @ 7月17日
事 務 組 合 屯

紡付済額 (@+@) @一⑪ ⑪甲 ⑫ 乙
7月lD日

口 座 根 容 制 該 当 分 5 拓減額措置

(@) (@ー@) A E A B 受付予定額|交付決定額 3):1'サ予空笠.l2!付決定額 交付予室笠L交付決定額

22 23 22. 23. 22 23目

22 23 22 23. 22. 23. 

22. 23. 22 23. 22 23 

22目 23. 22. 23. 22目 23. 

22. 23 22. 23. 22. 23. 

22. 23 22. 23. 22. 23. 

22 23目 22. 23. 22. 23 

22目 23目 22 23. 22. 23 

計

也管 f交付決定額jj')U:交付予定額Jと同額の場合l'世、 r究対決定額J欄I，r同Jと記入することにより、企額由記入者省略することができること.(下段Eについても同様}

(1) 白}

@欄の額 (!)x ー2ー0ー
100 

E 算定方法別
@ 

所定額 計 ()昂量ち.ロ鹿揖担申"買由分

事務組合数
) 1 ( 

@ A 

伊 B 

現託関模事部・F業保jtI数番険
酔

⑫ A 

己 B 

軒

報奨金交付予定額

報提金交付決定額

@欄の

内択を

記入

E 確定
保険料総額
(①+⑫Ijj)) 

注意 ( )には、報奨金算定基草日が7月17日の分について内数で記入するとと.

{日本工業規絡B列4判)
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'" ~ 

I 

阻

様式第2号

I -1&4I&/:I:!~5γ| 

事 務 組

』 g 』

' 

z g 

E z s 

' 2 

' 

計

(1) 

@欄の額

I@一般拠出金|

| 額l
|①+③回@川

d回h 名

(2) 

~、 ヘ

平成 年度労働保険事務組合報奨金交付決定簿
般 拠

@ 

納付済額

(②) 

(1) x ムL
100 

出金納付状況 @ 報奨金交付予定及び決定額ならびに算定方法

@ 

(Gl) 

⑮ 
7月10日

@ー@

(@ー@) 交付予定額 交付決定額

E 

@浦岡田

内訳を

記入

算定方法別

事務組合数

報奨金交付予定額

報奨金交付決定額

@ 
所定額

7月17日

口鹿振替制該当分 5 %減額措置

受付予定額 焚付決定額 交付予定額 交付決定額

( )の，も.ロ.，.. 脅さ制麟当分

注意 ( )には、報奨金算定基準日前7月17日四分について内数で記入すること.

枚のうち 枚目)

(日本工業規格B列4判)



5.本省への報奨金交付予定額等の報告

(1) 交付決定簿への報奨金交付予定額等の記入が終了したときは、労働保険事務組合報奨金

交付予定報告書(様式第3号。以下「予定報告書Jという。)により 10月 11日(必着)

までに労働保険徴収課へ報告するものとする。

また、岩手県、宮城県文は福島県における事務組合に対する報奨金に係る予定報告書の

提出は、平成23年度については、平成24年2月20日までに労働保険徴収課へ報告す

るものとする。

ω 報告書の作成上の留意事項

O労働保険料に係る報奨金

イ r 1 労働保険料納付状況j の各欄には、交付決定簿の対応する項目の合計を転記す

ること。

ロ r2の(l) 算定方法別事務組合数、 委託事業数及び報奨金交付(予定・決定)額J

の各欄には、交付決定簿の合計のHを転記すること。

ハ r2の(2) 所定額内訳j の各欄には、交付決定簿の合計の Iを転記すること。

ー r3 報奨金交付(予定・決定)額階級別事務孫E合数、委託事業数及。瀬奨金交付(予定・

決定)動の各欄には、交付決定簿より算出して階級別にそれぞれの計を記入すること。

0一般拠出金に係る報奨金

イ rl 一般拠出金納付状況Jの各欄には、受付決定簿の対応する項目の合計を転記す

ること。

ロ r2の(l) 算定方法J3IJ事務組合数及び報奨金交付(予定・決定)額」の各欄には、交

付決定簿の合計のEを転記すること。

ハ r2の(2) 所定額内訳」の各欄にi士、交付決定簿の合計の Iを転記すること。

一 r3 報奨金交付(予定・決定)額階級別事務組合数、委託事業数及び報奨金交付(予

定・決定)額Jの各楠には、交付決定簿より算出して階級別にそれぞれの計を記入する

こと。
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様式第3号
|労働保険料分|

平成 年度 労働保険事務組ム報奨金交付[予定 l報告書
ロ L決定 J

労 働 局

担当係、氏名

1 労働保険料納付状況

⑮ 労働保険料納付状況 規模・保険関係別委託事業数

確定保険料 |ψ 納付済額(⑤)
I(@ 

⑤+@ 

出J 也}

甲
I@ 

⑦ー@ 乙
総額

(@ー@) A B A B 

加(1) 算 定雄別時間、委託事業数及び報奨金交付 [廷)額
l~~f @ 

算 定 方 法 ))1) 
所 定 額 開 整 額 計 ( )のう該ち当、口分座振替制

事 務 組 dロ>. 数 件、 J L d 

@ A 

規模・保険 甲 B 

関係別委
計

⑫ A 

託事業数
乙 B 

昔十

奨金交付[言語額 1'- -1'- d ト J 

注意()にI士、報奨金算定基種目が7月11日自分について内数で記入するとと.

2の(2) 所定額内訳

1(1) 2) 
2.0 

@欄の額 (1) x 
100 

(日本工業規格A~J4判)
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予定
3 報奨金交付(決定)額階級別事務組合数、委託事業数及び報奨金交付 [廷)額

規模・保険関係別委託事業数

報奨金交付 [:~l 額階級制 事務組合数 @ 甲 ⑫ 乙 報奨金交M[ :~l 額
A B A B 

10，00D円未満

10，000円以上 ~ 50，0∞円未満 〔

50，000 11 ~ 100，000 11 

. 
100，000 n ~ 200，000 H 

200，000 11 ~ 300，0119 11 

3日0，000 11 ~ 500，000 11 

5日日，0日日 H - 1，000，000 11 

1，000，000 11 - 2，000，000 11 

2，000，000 11 - 3，000，000 11 

3，000，日O日 11 - 4，000，000 11 

4，000，000 '11 - 5，000，000 11 

5，000，000円以上~

合 計

注意 1()には、報奨金算定基準日 .'7月 17日の分 I~ついて内数T記入すること.

2 )):付予定報告書として使用する場合にはt:':::::1Jの文字の妨『決定Jの文字宕横線で抹消し、交付決定報告書として使用する揖告は

『予定』の文宇を横線で抹消すること.

(日本工業規格A列4事0)
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f 

様式第3号

JN:jjI&/:!:l~盆

平成 年度
I予定1労働保険事務組合報奨金交付| |報告書l決定j

1一般拠出金納付状況

般 拠 出@ 
一般拠出金

@ @ 総額
納付済額(②)

Lーーーー

2の(1)算定方法別事務組合数及び報奨金交付|予定|額
L決定J

担当係、氏名

金 納

@ 

算 定 方 法 glJ 所 定 額
( )のうち、ロ座復昔制該当分

事 務 車且 会 数 l、 J 

報奨令交付[:~]額 i、 J 

注意 ( )には、報奨金算定基摺日が7J'l17田町分について内散で記入すること.

2の(2)所定額内訳

@欄の額 (1) 
3.5 

× ー10ー0・

-25-

労 働 局

付 状 況

⑬ ②③  
(⑮ー@)

J 

(日本工業規格A?TJ4判)



3 報奨金交付[言語 額階級別事務組合数及び報奨金鮒[詞額

報奨金突付[:~)額階級制 事務組合数 金交付[廷)額

， 

5，000円未満
) I[ 

5，000円以上~ 10，0∞円未満 〔 ) I[ 

10，000 11 ~ 20，OO(】 II 
)1[ 

20，000 II ~ 30，000 n )1[ 

30，000 11 ~ 40，000 n 
) I[ 

40，000 1I ~ 50，000 H 
) I[ 

50，000 II ~ 100，000 n 
) I( 

100，000 " ~ 200，000 n JI( 

200，000 1I ~ 300，000 n ) IC 

300，000 1I ~ 400，00口 II 
) I( 

400，000 11 ~ 500，000 II 
) I[ 

500，000円以上~
) I[ 

合 計
) I[ 

注意 1( )には、報奨金算定基準日がT月17日町分lこついて内数で記入すること.

z 交付予定報告書として使用する場合I~は1'::;:1 J白文字のうち『決定」の文字を横線で掠消し、交付決定報告書として使用する場合は

『予定』の文字を讃線で抹消するとι

(日本工業規格A:7IJ4判)
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6.報奨金の交付決定等

(1) イ 報奨金の交付決定については、本省から別途指示するので、それを待って行うもの

とする。交付決定簿については、交付の決定後、⑬欄及び下段Eに、前記4のロ、ハ、

エ及びへの留意事項に準じて、報奨金交付決定額を記入すること。

ロ 本省への報奨金交付決定額等の報告

報奨金の交付を決定したときは、労働保険事務組合報奨金交付決定報告書(様式第

3号。以下「決定報告書Jという。)により、別途指示する期日までに労働保険徴収諜

へ報告するものとする。決定報告書の作成に当たっては、前記5の留意事項に準じる

こと。

なお、決定報告書の内容が、前記5による予定報告書と同ーとなるときは、決定報

告書による報告は省略するものとする。

(珍報奨金の交付要件に該当しない事務組合で、前記3の(9)の指導にもかかわらず申請を取

り下げないととろについては、報奨金の不交付決定を行うものとする。

7.事務組合に対する報奨金交付決定等の通知

(1) 報奨金の交付を決定した事務組合については、本省からの予算の示達をまって「報奨金

交付決定通知書J(様式第4号)により当該事務組合に通知するものとする。

なお、報奨金の示達は、毎年 11月1日(岩手県、宮城県又は福島県における事務組合

に係る平成23年度の報奨金については、平成24年 3月 1日)を予定しているので、都

道府県労働局労働保険特別会計支出官は示達後速やかに報奨金の交付を行うものとする。

(紛 報奨金の不交付の決定を行ったものに対しては、「労働保険事務組合報奨金交付申請の

件について1(様式第5号)により通知するものとする。
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様式第4号

労働保険事務組合報奨金交付決定通知書

労働保険事務組合名

さきに交付申請のあった平成 年度労働保険事務組合報奨金に

ついて、厚生労働大匡により下記のとおり決定されたので通知する。

J 

平成 年 月 日

労働 局長 ⑪ 

記

報奨金受付決定額金 円

什内訳 、 l 
|労働保険料に係る報奨金 円|

し一般拠出金に係る報奨金 円j

(主主3報奨金の交付は、次の1.又は2ーにより行いますのでご了承くださv'.

支払の方法及び場所 支払期日

樹子

信用金庫 主庖

郵便局

(日本工業規絡A~J4判)
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様式第5号

労働保険事務組合報奨金交付申請の件について

労働保険事務組合名

平成 年 月 日付けをもって申請のあった労働保険

事務組合報奨金については、下記の理由により交付しないとどと

され十
決定したので通知する。

平成年月 日

労働局長 @ 

記

理由

(日本工業規格A~J4判)
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8.返還請求

(l) 報奨金の交付を受けた事務組合が、次のイ又はロに該当する場合には、都道府県労働局

長は当該事務組合に対して報奨金の交付決定の取消し文は報奨金交付額の修正決定を行い、

「労働保険事務組合報奨金(交付決定取消・交付額修正決定)通知書J(様式第6号)によ

り通知するものとする。

イ 偽りその他不正の行為によって報奨金の交付を受けた場合

当該交付を受けた報奨金の全部

ロ 交付すべき報奨金の額を超えて交付を受けた場合(イに該当する場合を除く。)

当該交付すべき報奨金の額を超えて交付された部分の額

， 

(2) 報奨金の交付決定取消文は報奨金の交付額修E決定をした事務組合に対しτは、速やか ( 

に納入告知書により報奨金の返還請求を行うものとする。
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様式第6号

交付決定取消
労働保険事務組合報奨金交付額修正決定通知書

労働保険事務組合名

平成 年 月 日付けで通知した平成 年度労働保険

事務組合報奨金の受付決定については、下記 1の理由により下記

交付決定取消がなされ?
2のどおり交付額の修正決定をしえので通知する。

平成 年 月 日

労働局長 ⑮ 

記

1. '-主主

2 さきに交付決定した報奨金(労働保険料・一般拠出鉛 円に

ついては、交付決定を取り消す。

さきに交付決定した報奨金(労働保険料-一般拠出48 円に

白ついては、 円に修E決定する。

(日本工業規格A列4哨D

-
1
 

3
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第5 口座振替納付を承認された事務組合に関する報奨金の交付要件、 交付額及び交付手続等

の取扱い

1 口座振替納付された算定対象事業の前年度確定保険料不足額及び当年度一般拠出金に関す

る交付要件及び報奨金の額の算定上の取扱い

(1) 交付要件に関する取扱い

イ 徴収法第21条の2第1項の承認を受けて口座振替納付自に口座振替による納付(以

下「口座振替納付」という。)がなされた第1期分等労働保険料(注1)及び当年度一般

拠出金(注2)であって、口座振替納付された口座振替納付書に係る 15人以下事業(以

下「算定対象事業Jという。)の前年度確定保険料不足額及び当年度一般拠出金額(口座

振替納付日までに事務組合に交付されていなかったものを除く。(のにおいて同じ。)は、

第2の交付要件の適用について、報奨金算定基準日までに納付されたものとみなす。

ロ イの取扱いに関しては、口座振替納付目において、預金口座の残高不足によりー部の

口座振替納付書に振替不能が生じた場合にあっては、次の①及び②のうちいずれか低い 「
方の額の範囲内で、報奨金の交付要件及び交付額の算定上有利となるように、当該事務

組合に係る口座振替納付書を選択し、当該納付書を口座振替納付されたものとして取扱

うことができるものとする。

① 口座振替納付日までに委託事業主から交付を受けていた第1期分等労働保険料の総

額

② 口座振替納付により納付された第1期分等労働保険料の額と振替不能が生じた口座

振替納付書に係る労働保険料について口座振替納付日から 1週間以内に納付された第

1期分等労働保険料の額との合計額

(砂報奨金の額の算定に関する取扱い

(1)の取扱いにより交付要件に該当する事務組合に交付する報奨金の額は、第3の報奨金

の額の適用について、口座振替納付された口座振替納付書(注3)に係る算定対象事業の

前年度確定保険料不足額及び当年度一般拠出金を報奨金算定基準日までに納付されたもの

とみなし、算定する。

(注1) r第 1期分等労働保険料Jとは、当該年度の概算保険料のうち、延納されてい

るものの第1期分及び前年度確定保険料不足額(前年度の確定保険料の額が向年

度の概算保険料、増加概算保険料及び保険料率の引上げによる追加徴収保険料の

合計額を超える場合のその超える額をいう。)をいう。

(注2) r当年度一般拠出金Iとは、当該年度の一般拠出金をいう。すなわち、前年度

の賃金総額を基礎として算定した一般拠出金をいう。

(注3) (1)のロの取扱いを行った場合においては、口座振替納付されたものとしたもの

を含み、口座振替納付されなかったものとしたものを除く。

2 振替不能がやむを得ず生じたものであるときの取扱い

(1) 1の(1)の取扱いによっても交付要件に該当しない場合で、振替不能がやむを得ず生じた

ものであるときの取扱い。
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イ 口座振替納付書の振替不能が生じ、前記1の(1)の取扱いによっても交付要件に該当し

ない事務組合については、当該振替不能がやむを得ず生じたものであるときは(注1)、

口座振替納付日から起算して 7日を経過した日までに納付(注2) された算定対象事業

(口座振替納付の対象とされた労働保険番号に係るものに限り、当該振替不能がやむを

得ず生じたものとは認められない口座振替納付書(労働保険番号)に係るものは除くロ

ロにおいて同じ。)の前年度確定保険料不足額及び当年度一般拠出金i士、第2の交付要件

の適用について、報奨金算定基準日までに納付されたものとみなす。

ロ イの取扱いによって交付要件に該当することとなる場合の報奨金の額は、第3の報奨

金の額の適用について、口座振替納付目から起算して7日を経過した日までに納付(注

2) された算定対象事業の前年度確定保険料不足額及び当年度一般拠出金を報奨金算定

基準日までに納付されたものとみなして算定した額から、その 100分の5を減じた額

ーの範囲内とする。

(診 振替不能が天災地変等の不可抗力による手続上の理由のみから生じたものであJ.)場合

の報奨金の額

1の(1)又は(1)のイの取扱いにより交付要件に該当する事務組合であって、第1期分等労

働保険料及び当年度一般拠出金の口座振替納付に関し振替不能を生じ、当該振替不能が天

災地変等の不可抗力により口座振替納付日までに委託事業主から手続上交付を受けられな

かった第1期分等労働保険料及び当年度一般拠出金があったことのみに伴い生じた(注3)

ものについては、報奨金の額は、 1の(2)又は(1)のロにかかわらず、第3の報奨金の額の適

用について、口座振替納付日から起算して7日を経過した日までに納付(注2) された算

定対象事業(口座振替納付の対象となった労働保険番号に係るものに限る。)の前年度確定

保険料不足額及び当年度一般拠出金を報奨金算定基準日までに納付されたものとみなして、

算定する。

(注1) r当該振替不能がやむを得ず生じたものであるときJとは、次の場合をいう。

① 当該振替不能が生じた口座振替納付蓄に係る全ての委託事業主から事務組合

が口座振替納付日までに第1期分等労働保険料及び当年度一般拠出金の全額の

( 交付を受け、とれを同日までに口座振替に係る預金口座に預入していたにもかか

わらず、当該振替不能が生じたものであと5とき。

② 事務組合が口座振替納付日までに、納付すべき第1期分等労働保険料及び当年

度一般拠出金の交付を当該振替不能の生じた口座振替納付書に係る委託事業主

に2度以上にわたり請求してめたにもかかわらず、少なくとも 1:委託事業主に次

に掲げる事情があり、そのため同日までにその全額の交付を受けられなかったこ

とに伴い、当該振替不能が生じたものであるとき。

(心 天災地変等の不可抗力により委託事業主が手続上同日までに事務組合にそ

の交付をできなかったこと

(b) 委託事業主が天災、火災、交通事故、盗難等により財産上の損害を受けた

こと

(c) 委託個人事業主又はその扶養者が疾病にかかり又は負傷を受けたこと

(心 委託事業主が業績の悪化等によりその事業を廃止し又は休止したとと

3
 

4
0
 



(e) 委託事業主に係る債務者側に生じた事由により債権の回収が困難又は不能

におちいったこと

ω 委託事業主がその事業につきその回復に相当の期間を要する損失をうけた

とと

(g) その他委託事業主に労働保険料及び当年度一般拠出金の交付を困難ならし

める事業経営上の不調jの障害が生じたとと

(注2) この「納付Jには、日産振替納付が含まれる(ロ及び(2)において閑じ。)。

(注3) r当該振替不能が天災地変等の不可抗力により口座振替納付日までに手続上交

付を受けられなかった第1期分等労働保険料及び当年度一般拠出金があったこと

のみに伴い生じた」とは、口座振替納付日まで継続して天災地変等の不可抗力があ

り、第1期分等労働保険料及び当年度一般拠出金を交付しようとする委託事業主か

ら通常の交付手段をもってしては同日までにそれの交付を受けられなかったこと

のみに伴い当該振替不能が生じることとなったことをいい、その交付を受けられな

かった分は天災地変等の不可抗力がやんだ日から 2日以内に事務組合に交付され

た場合に限る。

3 口座振替納付手続上の理由で口座振替納付がなされなかった事務組合に関する取扱い

徴収法第21条の 2第1項の承認を受けた事務組合について、口座振替納付書の金融機関

への未着、口座振替納付書の紛失その他歳入徴収官、金融機関又はこれらの聞に生じた口座

振替納付に関する手続上の理由により第工期分等労働保険料及び当年度一般拠出金の口座振

替による納付がなされなかった場合は、口座振替納付日以後の日で所轄歳入徴収官が指定し

た日までに通常の納付方法により納付された算定対象事業(口座振替納付の対象とされてい

た労働保険番号に係るものに限る。)の前年度確定保険料不足額及び当年度一般拠出金は、第

2の交付要件及び第3の報奨金の額の適用について、報奨金算定基準日までに納付されたも

のとみなす。

4 交付事務手続

第 1期分等労働保険料及び当年度一般拠出金について口座振替納付を承認された事務組合

に対する報奨金の交付事務手続は、第4の交付事務手続に定めるもののほか、次によるもの

とする。

(l) 申請書内訳の提出

第4の1の申請書の提出に関しては、報奨金の交付を受けようとする事務組合で口座振

替納付の対象とされた第1期分等労働保険料及び当年度一般拠出金の納付について振替不

能が生じたものは、申請書に加えて、その内訳 (1の(1)により交付要件に該当する場合 (2

の(2)の取扱いがなされる場合を除く。)にあっては、様式第1号の2とし、 2により交付

要件に該当する場合(1の(l)により交付要件に該当する場合で2の(訪の取扱いがなされる

ときを含む。)にあっては、様式第1号の3とする0)を提出するものとする。

(2) 申請書内訳等の作成についての指導
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イ 第4の2の(I)及び(訪の指導に関しては、申請書の算定対象事業に係る r(平成年度

概算・確定保険料納付状況)Jについては、それぞれの取扱いに応じ、 1の(1)、 2のω
のイ若しくは(2)又は3により報奨金算定基準日までに納付されたものとみなされるも

のを含めて記入させること。

ロ 1の(1)の取扱いにより交付要件に該当する事務組合(様式第1号の2を提出するもの)

については、口座振替納付目までに事務組合が交付を受けなかった算定対象事業の前年

度確定保険料不足額の一覧表(未交付の算定対象事業名(労働保険番号を付記)及びそ

の未交付の前年度確定保険料不足額を示す一覧表)を申請書に添付させること。

ハ 前記2の取扱いにより交付要件に該当する事務組合(様式第1号の3を提出するもの)

については、①振替不能の原因となった労働保険料及び当年度一般拠出金の委託事業主

からの米交付に闘し、事務組合が口座振替納付日までに委託事業主に2度以上にわたり

誇求したこと及び事務組合がその請求等に当たって確認した当該委託事業主から同日ま

でに労働保険料及び当年度一般拠出金の交付を受けられないこととなった事情を註する

書面及び②口座振替納付日から起算して7日を経過した日の翌日において納付されてい

ない算定対象事業の前年度確定保険料不足額及び当年度一般拠出金の一覧表(未納付の

算定対象事業名(労働保険番号を付記)及びその未納付の前年度確定保険料不足額及び

当年度一般拠出金を示す一覧表)を申請書にi耐寸させること。

なお、①の書面は、 2の(2)の取扱いをする場合を除き、口座緩替納付書の振替不能の

.原因となった委託事業主からの未交付に関し少なくとも 1件について添付させれば足り

るが、多数の委託事業主に未交付が生じた事務組合については、米交付となった当該口

座振替納付書に係る全ての委託事業主に関し、その事情を書面で報告されること等によ

り、以後の口座振替納付の円滑な実施がなされるよう指導すること。

おって、 2の(2)の取扱いをすることとなる場合は、全ての来交付に関し、その事情を

託する①の書面を添付させること。

(3) 申請書内訳の審査等

様式第1号の2又は様式第1号の3を加えた申議書が提出された場合には、次の事項に

留営の上、審査するものとする。

イ (様式第工号の 2)

(イ) ⑫欄及び⑫欄及び⑮欄は、申告書及び口座振替納付書発行日ストと照合すること。

(ロ) ⑧欄及び⑨欄l士、申告書内訳、領収済通知書、滞納事業場報告書等により照合し、

⑫欄、⑩樹、@欄及び@欄は、領収済通知書により照合すること。なお、@欄に記入

した額に滞納事業場報告書等により口座振替納付白までに交付されていなかった額が

含まれていると認められるときは、これを除くよう是正すること。

ω @欄は、申告書内訳、領収済通知書、滞納事業場報告書、 (2)のロにより申請書に

添付された未交付額の一覧表等により照合すること。

(::) ⑨禰に関しては、オの額の範囲内で、 1の(I)のロの取扱いがなされているもので
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あるか等を確認し、所要の是正が必要なものについては指導すること。

(粉 @欄の同一の基幹番号の合計額は、申請書の r(平成年度概算・確定保険料納付

状況)Jの同ーの基幹番号についてのそれぞれ⑤禰の合計額と一致するよう照合するこ

と。

ロ (様式第1号の 3)

(イ) ⑫欄、⑫槻、@欄、@欄、@棟、@欄、@欄及び⑮欄は、申告書、口座振替納付

書発行リスト、領収済通知書、滞納事業場報告書等により照合すること。なお、@欄

に記入した額に滞納事業場報告書により口座振替納付日までに交付されていなかった

額が含まれていると認められるときは、これを除くよう是正させること。

(ロ) ⑮欄lこO印を付されたもので、⑧欄の額が②欄の額と一致しないものについては、

(2)のハにより申請書に添付された書面等により、振替不能の生じた口座振替納付書に ( 

係る委託事業主のうち前記2 (注1)の②伝掲げるような事情があり、事務組合が口

座振替納付日までに第 l期分等労働保険料及び当年度一般拠出金の交付を受けられな

かったととに伴い、振替不能がやむを得ず生じることとなったものであることを確認

すること。

ただし、前記2の取扱いをする場合については、その交付を受けられなかった原因

となった天災地変等の不可抗力が口座振替納付日までに継続しであったこと及びこれ

により委託事業主が通常の交付手段をもってしては、同日までに交付できなかったこ

と等を口座振替納付日までに事務組合に交付されなかった第1期分等労働保険料及び

当年度一般拠出金のすべてについて具体的に確認するとともに、それ以外の第1期分

等労働保険料及び当年度一般拠出金は口座振替納付日から起算して7日を経過した目

までにすべて納付されていることを確認すること。

V'J この場合の振替不能がやむを得ず生じたものであるかどうかの判断に当たっては、

事務組合が当該振替不能の生じた口座振替納付書に係る委託事業主に口座振替納付日

までに納付すべき第1期分等労働保険料及び当年度一般拠出金の交付を 2回以上請求

した事実があり、その請求等に当たって事務組合が当該委託事業主に前記2の(注1)

の②に掲げるような事情のあることを確認しておれば、この事情の有無等の確認は要

しないものとする(ただし、前記2の(訪の取扱いをする場合を除く。)。

(斗 @概は、申告書内訳、領収済通知書、滞納事業場報告書、 (2)のハにより添付され

た未納付額一覧表等により照合すること。

(粉 ⑮欄の岡ーの基幹番号の合計は、申請書の r(平成年度概算・確定保険料納付状

況)Jの同ーの基幹番号についてのそれぞれ⑤欄の合計額と一致するよう照合すること。

付 審査の結果、交付要件に該当する事務組合であって、 2の(1)のイにより交付要件に

該当するもの(前記2の(1)の取扱いをするものを除く。)については、 2の(l)のロの

5%減額措置による額を、申請書の「※5%減額措置による額Jに記し、交付決定し
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たときは、労働保険事務組合報奨金交付決定簿の当該事務組合該当部分の「交付決定

額」欄に 15%減額措置Jと付記すること。
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(別添)

報奨金に係る「区分経理j について

1.・報奨金に係る区分経理の定義

報奨金に係る区分経理とは、「支出において、単に支出事項を区分するだけではなく、

区分さ礼た支出内容が、厚生労働省が定める支出内容に合致するものであるJことをいう。

2 厚生労働省の定める支出内容

厚生労働省の定める支出内容とは、 f事務組合の運営、特に、労働保険料の収納額の向

上に資すると認められる支出とする。具体的な支出内容としては、①事務組合所属労働者

に対する賃金、②事務総合事務所の賃貸借料、③労働保険料の徴収に係る旅費、④その他

事務組合の運営に必要な経費j とする。

なお、当該支出内容については、必要に応じて見直しを行うこととする。

3. 申誇時における「区分経理jの審査

24年度から報奨令の申請時に区分経理の有無及び報奨舎の目的外借用(人件費等以外

への支出)の有無を確認し、に区分経理がなされていない、又は、夜付目的外使用を予定

する事務組合については、報奨金の3"e1寸対象から除外するものとするa

4.支出内容の確認方法

交付申請時に前年度支出額を以下の方法(書面審査)により確認の上、交付決定する。

具体的な支出内容の確認は、以下の通りとする。

(1) 2.の①~③について、原則、以下の内容を確認すること。.

なお、確認に際し、それぞれの書類の写しを提出させるか、あるいは当該内容を申立

書(別紙)により確認すること。

これらの確認に際し、疑義が生じた場合には、必ず本省と調整すること。

①事務組合所属労働者の賃金

→労働契約書、賃金台帳、支出簿、振込通知書

②事務組合事務所の賃貸借料

→賃借料領収証書、通帳の写し、賃貸借契約書

③労働保険料の徴収に係る旅費

→出張復命書、支出簿、支払伝菓

④その他事務組合の運営に必要な経費

→当該支出の確認できる書類
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(別添)

(2) (1)に結いて申立書の確認によることとした場合には、事務組合に対して行政が

3年に一度行っている監査時に、申立書に係る区分経理の書類を確認することとする。
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(別紙)

労働保険事務組合報奨金交付に係る申立書

労働局長 殿

$ 月 日

事 名 称

務

組 所 在 地

合
代表者氏名 印

労働保険事務組合報奨金の交付申請に当たり、区分経理に係る指定の提出書類(写し)の提出に

代えて‘報奨金の使途となる内容について、以下のとおり申し立てます。

なお、申立内容を確認できる書類l主、本申立書の提出と併せて持参します。

事務組合代表者記入欄(報奨金の算定基礎となる支出事項について、 1.から 4.の該当する事

項に fOJを付して〈ださい。なお、 4.に該当する場合は、具体的な支出事項を下欄にご記入

ください。) (後数該当する場合Iま、全てに fOJを付してください。)

申

~ 

I 1 .事務組合所属労働者の賃金(労働契約書、賃金台犠、支出簿、振込通知書)

2. 事務組合事務所の賃貸借料(賃貸借料領収証書、通帳の写し、賃貸借契約書)

3. 労働保険料の徴収に係る旅費(復命書、支出簿、支払伝票)

内 14.その他事務組合の運営に必要な経費(具体的な支出事項をご記入くださいJ
A 司

世・

※ 労働局が確認存する欄でオので、記入しないで〈ださい内

口持参書類で確認できる。
-確認した書類(

労 ロ 4.について、その経費支出の必要性が確認できる。
働 確認した書類(
局
確
認

担当者 官職 氏名
栂

確認年月日 年 月 日
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新旧対照表労働保検事務組合報奨金交付要領

国
-
」
相
初
日

(傍線部分は改正部分)

改正後(案) 現行

第1 目 的 第1 自 的

報奨金の交付目 (l~{土、労働保険事務組合{以下 I事務組合 l という..l の労働保険、'J>務及び この要領は、労仰バ思険事務組合(以下「事務組合Jという。)に対する報奨金の交付に関す

一般拠出金事務の適j[な節子の労lこ報い、もって対側保険料(注1)及びー紛迅11¥金(注2) る法令の施行に隠し、必iJi!な司IJ:;iを定めることを目的とする。

の収納離をi箆く維持サることであり、この阿約を主主成するため、労働1総倹料の納j.同1);況が35し

く良妊な事務組合に事iして、報告主金を交付することによ明労働{星険料の適正な申告・納付をi出

長・器切jするものである。

この嬰繍は、事務総合に対する報奨金の交付に関する法令の施行に闘し、必聖書な事項を定め

ることを目的とする。

第2 報奨金の交付捌牛 第2 報奨金の交付要件

事業主の委託を受けて納付する労働保険料及び一般拠出金の納付の払況について、事務組合 事業主の委託を受けて納付する労働保険料(注1)及び一般拠出金(注2)の納付の状況に

がそれぞれ次の袈刊のいずれにも核当 Fる場合に、当線踏組合に対して報奨金を交仲間も ついて、事務総合がそれぞれ次の婆件のいずれにも該当する場合に、当官京本軍~*且合に対して報

のと-，る。 奨金を交付「るものとする.

なおョ平成24"F皮からの干日没令の申術時に区分経磁の有無及び報奨金の目的外使用(人件

'!!t.等以外への支/11)の有然を石1lii認し、区分経理主がなされていない、または、交付目的外使剤を

予定する事務組合については、報奨金の交{枚、l設から除外するものとする。

労働保険料に係る報奨金 労働保険料に係る報焚金

1 報奨金算定基準日 (7月 10日(;!f綴広u!tび後減県において(説 3)は7月29日注 1 報奨金算定基準日 (7月 10目。天災その他やむを得ない迎向があるときは7)11 7 

岩手県、符城県及び首.i/ibJ尽において(注3)は 12月28日(延長径のを自期限(注4) 日。なお、報奨金算定基準日が土減H又は日l穏日に当たるときには、これらの日の翌月曜

がそれ以前の晶治民延長後の納lUlIlJ'!)，他のi似成において天災その他やむを得ない理 自を報奨金事事定基準日とする。)において、前年皮の労働保険料(波立) (当該i甘倒J保険

出があるときは7月 17日。)なお、報奨金算定基準日が土曜日又は日曜日に当たると 料に係る迫徴金及む延滞金を含む。以下 I前年度の労働保険料等Jという。)であって、

きには、これらの日の裂月縦日を報奨金算定基鱗日とする。)において、前年度の労働 次の(1)及び包)に該当する事業の手議主の委託に係るものにつき、その確定保険料

保険料(注5) (当該労開iJf呆険料に係る逃徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働 (玖，.4.)の額一(労働保険料に係る迫徴金又は延滞金(主主2.)を納付すべき場合には、篠

保険料等Jという。)であって、前年j立において1I¥'j待I5人以下の労働者を使用するミ1. 定保険J斗の額と当該i島徴金又は延i帯金との合計額)の合計額q)l00分の95以上の額

業(注6)の事業主の委託に係るものにつ吉、その確定保険料(注ヱ)の綴(労働保険 が納付されていること。

半!に係る追徴金又は延滞金(泌&)を納付す 4 幸場合には、当日主追徴金又は延捕F金.rJ)'徹
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を含み、労働保険1SI'の似漁(注9)、納制限の延長(法 10)又は労働保E紛糾の納付す苗

予{注11 )の対象台なった総定保険料の綴を徐く， )の合計額の 100分の95以上

の額が納付されていること。

なお、 上記において天災その他やむを得ない理由とは、

①天災地変簿の不可抗力

@交通又は郷{更のストライキ等

③その他上記①、②に準ずるやむを得ない理由(主主よ~)があるときであること。

(I) ~(2)創陰

2 前年皮の労働保険料絡については、労働保険の保険料のi世収等に関する世写体(昭和4

4年法律第84 号。以下「徴収法J という。)首~2 6条第3墳のH!定により滞納処分を

受けたことがないこと(注よ.1.)。

3 偽りその他不正な行為により、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を

受けたことがないこと(注14)。

一般拠出金に係る報溌金

1 報奨金鍔定基準日 (7月 10 日 fi討議ll;~及び筑滅県において (rÈ3)は 7 )129日、

治手県、常減県及。渚¥&b!1;:!;において{注3)は 12月28日(車E長後の納期限(注4)

がそれ以前の場合1:土、自F長後の納JI1J限)、他の地域において天災その他やむを得ない理

由があるときは7月 17日)。なお、報奨金'f.i定基準日が土畷日又は日曜日iこ当たると

きには、これらの日の翌月眼目を幸倒産金算定基準日とする。)において、当年度の一般

拠出金(当該一般拠出金に係るìB徴金及び延滞金O)~置を含み、一紋拠出金の免除(白5

H)斗納}槙限の延;長(注 10)又は-，般他企¥j金の納付猶予(注11)の対象となったー

( 

， 2' 

なお、 上記において夫災その他ゃなを得ない耳E出とは、

①天災地変等の不可抗力

②交通文は郵便のストライキ等

③その他上記①、(xに準ずるやむを得ない理由(泊三乏)があるときであること。

(j) 前年度において常時15人以下の労働者を使用する事業(注7)であったもの

(2) 前年度において常時16人以上の労倒者を使用寸る事業であって、当官妨官年度の夜

前の3年度のうちい寸千れかの年度において常時15人以下の労働者を使用する事業に該

当したもの{常時 15人以 Fの労働者を使用する事業に該当する司号車に該当した年度

(該当した年度が2年度以七ある場合には、その最後の年度円以下 f労働呆険料に係る

15人以下事業該当年度!とU、うの}以降当該前年度まで引き続き当殺事業の事業本が

その事業についての労働保険料の納付を当該事務純合に委託しているものに限るn 第3

以降において f労担削皐険料に係る 16人以上事業iという。)

2 前年度ーの労働仰よ険剥等については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭拘 44

年法律第 84号。以下 [j蜘民法」という。)第26条第3項の規定により滞納処分を受け

たことがないこと(注主)。

3 偽りその他不正な行為により、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を受

けたことがないこと(注日)。

一赦拠出金に係る報奨金

1 事長民金銭定基準日 (7月10目。天災そf/:他やむを得ない浪曲があるときは7月17

日。なお、報奨金算定基準日が土離日又は日開曜日に当たるときには、これらの日の盟主月

税日を報提金算定主主権日とす9<))において、当年度の一般拠出金(当該一般拠出金に

係る追徴金及び延滞金を含主L以下「当年度の一般拠出金等Jという。)であって、次

の[j)及び (2)に該当する事業の事業主の委託に係るものにつき、その当年度の一般

拠出金等の額の合計額の100分の95以上の額が納付されているとと。

( 



( 

般拠出令の額を除く A 以下「当年度の一般拠出金等」という。)であって、盤;1'墜主主

いて常時15人以下の労働者を使刻する事業の事業主の委託R:..係るものにつき、その当

年度の一般拠出金等の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。

なお、上記において天災その他やむを得ないE理由とは、

①天災地袋等の不可抗力

②交通又は銘閣のストライキ等

③その他上記①、@に準ずるやむを得ない理由、があるときであること。

息と盟盤

2 当相互の--11主拠出金等については、石綿による総統被替の救済に関する法律(平成1

8年法律第41号。以下 f石綿健康被害救済法j という。)第38条第1項においてE信用

する徴収法第26条M'13J買の規定iこより滞納処分を受けたことがないこと。

3 偽りその他不正な行為により、当年度の一般拠出金等の徴収を免れ、又はその還付を

受けたことがないこと。

第3 報奨金の額

報奨金は、予算の憾閤内で、次の 1から 3までの方法で算定した額の続問内の綴を交付

するものとする。

ただし労曲蝋思険3料に係る報奨金9;jサ書誌の t限必1. 000)1円 ('Tl成23{1'，般におい

ては3. 000万円、平成24年度においては2. 000万円)とするの

労働側倹科に依る報奨金の額

1 報奨金算定基輩日において、第2の報奨金の交付要件に該当した事窃組合 (2文は3

-3・

なお、上記において天災その他やむを得ない理由とは、

①天災地変等の不可抗力

②変遡又は郵便の兄トライキ等

③その他上記①、②に準ずるやむを得ない麗曲、があるときであること。

(I) 前年度において常時~5人以下の労働者を佼泊する事業であったもの

(2) 前年度において常時l6人以上の労働者を使用する事業であって、当該前年度の底

的の311三度のうちいずれかの年度において常時15人以下の例理J者を使用するす鳴に該

'当したもの(常時15人以下の労働者を使用する事業に日該当する事業に該当した年皮

(8車当した年度が2年度以上ある場合には、その最強の年度。以下「一般拠出金に係る

15人以下事業該当年度」という。)以降当日刻青年度まで引き続き当該事業の事業主が

その事業についての一般拠出金の納付を当該事務総合に委託しているものに限る。第3

以降において「一自拠出金に制 16人以上事業Jという。)

2 当年度の一般拠出金等については、石綿による健線被害の救済に関する法律(平成 18

年法律第4号。以下「石綿健康被害救成法Jという。)第38条第 11貰において準用する

徴収法第26条第3項の規定により評断塙処分を受けたことがないこと。

3 偽りそ釧也不正な行為により、当年度の一般悦山金等の1世収を免れ、又はその還付を受

けたことがないことg

第3 報奨金の額

報波金は、守づ草の範閉内で、次の1から 3までの方法で算定した額の範限内の傾を交付す

るものと-j-る。

労働保険料lこ採る報演金の綴

1 7月10日において、第2の報奨金の交付要件に該当した事務総合。



に該当するものを|除く^)。

(1) J.点 員リ (1)原 111) 

事務組合ごとの報奨金の織は、事業主からその事業についての労働保険料の納付の委 事務総合ごとの報奴金の額は、事業主からその事業についての労骨h保険料の納付の

託を受けた事業(注 15)に関し、次の旦に留意して、こtの額についてそれぞれに掲げる 委託を受けた事業(注 10)に関し、次の乙2に留1まして、イ及び口の綴についてそれぞ

方法により算定した額の合計殺とする。 れに掲げる方法により算定した額の合計額とするU

イ 常時 15人以下の労働者を{吏用するZ拝栄に係る額 イ 常時15人以下の労働占を使用する事業に係る綴

(イ) 当該事業の事業主から委託を受けて報奨金策定基準日までに斜射した前年度 (イ) 当該事業の事業主から委託を受けて7月10日までに#珂寸した前年度の労働

の労働保険料 (労働保険料の免除(涼日)、納期綬の延長(注 lω 又は労働似 保険料 (督促を受けて納付した労働保険料を除く。) の額 (!i .ul (その霊園

険料の車内げ羽向日子(注 11)の対象となった労働i思決料の縦を含み、督促を受けて納 が確定保険料の額を超えるときは、 当該確定保険料の額) の合計額に 100分

付した労働保険料を除く。) の傾 (注 16) {その額が確定保険料の額を超え の主ムー旦を来じて得た額

るときは、 部長怖;主保険料の額) の合割寝耳に 100分のL一立を策じて符た額

(ロ) 当F品事業について、 前年度叫榊使用する労働者の数及び保険砂J係の成立区

。) 当該f.$業について、 前年度の常時使JlJ-，J-る労働協の数及。c保険l剥係の成立区 分別の事業数にそれぞれ次に掲げる単純在来じて得た翻を合苦手した額

分別の事業数にそれぞれ次に掲げる1)1，仰を来じて得た紋を合算した級 常時使用する
保験関係の成立区分 単 価

常除制吏用ずる 労働者の数
保険隣府、の成立区分 I手 自E

労働昔の数 二保険関係成立事業 (注w 1 2， 400ド]

二保険関係成立事業 (注立) 12， 400阿
5人未満

保険関係成立事業以外の事業 (注 13) 6， 20'0円
5人未満

二保険関限成立事業以外の事業 (注18) 6， 200円
5人以上 二保険協停成立事業 6， 200r.g 

5人以上 二保険関係成立事業 6， 200円 15人未満 ニ保験f掲fffm'l:立事業以外の事業 3， 100阿

15人未満 二保険関僻申立立;p:業以外の本当控 3，100Pl 

口削1¥"， 口 16人以上事業(その事業についての前年度の労働保田陣十等について静促を受け

たことがないものに限る。)に係る額

{イ) 労働保険料に係る 15人以下事業該当年度の労働保険料で、当日産事業の事業

主から委託を受けてその翌翌年度の納付期限日までに納付したもの(替促を受けて

納付した労働保険料を除く。)の額(注 11) (その額が路定保険料の額を超える

ときは、当該初諸保険料の紛の合計額に100分の2. 5を乗じて得た領

{ロ) 当該事業の事業主から方働保険料に係る 15人以下事業該当年度の労働保険
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口 上記こLにかかわらず、 4企皇)O)i(fjの算定に当たり、その基礎となる事業の数の

合計数が 1，000を超える場合には、 次に掲げる!闘に各区分の事業の数を加

え、その数が 1，000を超えることとなる区分の事業の数についてはち 1，0 

ooから、 1，000を超えることとなる区分の直前の区分までの事業の数の合計

数を控除して得られる数とするとともに、当該区分より後の区分の事業の数は総て

rOJとして虫I定するものとする。

① イの常時 15人以下の労働占ーを使帰する事業のうち、 5人未満の二保険関係

成立事業

②同5人未納の二保険関係成立事業以外のljl:j提

③ 同5人J;)，上15人以下のこ保険関係成立事業

@ 同5人以上15人以下の二保険関係成立事業以外の事業

笠こ盆幽塗

(ザ1]) ①が50口、②が 300、③1J¥40 0の場合

③の事業の数については、 1，000ー(①十②)=200とする。

@以降の数は口とする。

①十②十③=1，000 

(の調盤情lu1

委託事業の大部分が労災保険率の低い業磁に腐し、又はその労働者の使用具耳目前が綬い等

の特殊な事情から(l)により算定した額が、当I保軒務組合の納付した前年度の労働保険

料の額のうち、常Ilキ15人以下の労働者を使用する事業lこ係る前年度の労働保険料の

額を越える場合には、(1)にかかわらず、当該事務組合の納付した報奨金対象合計額に

相当する額とする。

-5・

「

耶務の委託を受けた事業(注 10)について、当該労働保険料に係る 15人以下事

業該当年度の~'I\時使用する労働者「の数及び保険関係の成立区分加の事業数にそれ

ぞれJニ記イのめに掲げる単価を釆巴て得た額を合算した額

ハ上記イ盆笠旦にかかわらず、イの(ロ)桑立旦企皇ょの額の算定に当たり、その基礎

となる事撲の数の合計数が 1，000を緩える場合には、 次に掲げる順に各区分

の事業の数を加え、その数が 1，000を超えることとなる|草分の事業の数につ

いては、 1，000から、 1，000を超えることとなる区分の政前の区分までの

ヰf.業の数の合計激を控除して得られる数とするとともに、当該区分より後の区分の

事業の数は総て fOJとして算定するものとする。

①イの常時15人以下の労相者を使用する事業のうち、 5人未満のこ保険関係

成立事業

② 同5人未精の二保険関隙成立事業以外の事業

③ 向5人以上 15人以下のこ保険関係成立都議

@ 向5人以上15人J以下の二保険関係成立事業以外の事業

E2 ロの1.6人以」当事業のうち、 5人未満の二保険関脇成立響楽

@ 間 5人宋満のこ保険関係成立事業以外の事業

f司 間 5人以上15人以下ぬ二保険関係成立事業

在日 間5人以上 15人以下のこ保険関係成立事業以外の事業

(例) ①が 500、②が 300、③が 400の場合

③の宅評議の数については、 1， 000-(1① 1②)口200とする。

@以降の数は0とする。

①十②+③=1，000 

(ゆ翻護措 Z霊

委託:1I~業の大部分が労災保険率の低い業積に胤し、又はその労働者の使用期間が短

し悔の特殊な~Ip布告から(1)により算定した額が、当該主任務組合の納付した前年度の労働

保険料の額のうち、常時15人以下の労働者を史用する事業に係る前年度の労働保険

料の普賢及び16人以上事業に係るお可効保険料に係る 15人以下事業該当年度の労働保

険料の額の合計額(以下「報奨金対象合計綴J'"河内)を超える場合には、(1)にか

かわらず、当自主事綴E合の納付した報奨金対象合計綴に相当する額とする。



2 天災その他J¥..>;fJ'を絡ない耳目的lこより、 7月 I7日に、第2の報奨金の交付要件に該当

した司務総合 (3に該当する事務組合を除く。)に対して交付する報奨金の額

報奨金的額1;1;、 7月17ねまでに納付された前年度の労働保険料を盗還金笠童基準且

までに納付されたものと2μなしてーと;'i"C1により算定した額から、その 100分の 5を減じ

た頬とする。

3 天災その他やむを得ない理由により、 7月 17日に、 第2の報奨金の交付要件に該当

L， 7)¥"'?，口座振替閣を採用している事務組合であって、前年度末現泡(※ 1)におい

て、当該事務晶l令の会委託滞業の2分の1以上が口旗振替制を利用している事務組合に

対して交f判ーる報奨金の在日

7月 I7日までに納付された前年皮の労働保険料を報奨金算定基準日までに納付され

たものとみなして同日 lにより算定した紙とする。

(※ 1 )当年度の4月l日より議設会箆主選議El.までに新規委託又は委託解除により安託

事業数又は口座振替市附用事業が変日勤する場合i弘報奨金算定基準日掬宝

般拠出金に係る報奨金の額

1 塁盗当盤主基準旦において、第2の級決金の交付要件に該当した判事百且合。

事務総合ごとの報奨金の額は、 事業主からその事業についての一般拠出金の納付の委

託を受けた事業に関し、 次に掲げる方法により3平定した額とする。

イ 常時I5人以下の労働者を使用する事業に係る籾

当該主ι業の事業主から委託を受けて報奨金算定基準日までに納付した当年度の一般

拠出金」出斗(慨を受けて州寸した一般拠出金を駅。)の舗の合計額に 100

分の3. 5を釆じて得た額

p m'J陰

2 天災その他やむを得ない湾!闘により、 7 Jl 1. 7日に、第2の報奨金のうど付望号外に紘EE

( 

" 6・

2 7月17自に韮ど三、第2の事同提金の交付要件に該当した事務組合 (3に該当する宮務

組合を|徐く。)に対して交付する報奨金の額

報奨金の徽は、 7月17日までに納付された前年度の労働保険料をヱ且i♀且までに

納付されたものとみなじて上記1により算定した額から、その 100分の 5を減じた綴と

する。

3 7月17日に主ど豆、 第2の報奨金の交付要件に該当し辛口座提替制を採用している

事務組合であって、前年度末現在(※1)において、当日主事務組合の全郵食事業の2分の

l 以上が口座振椋制を利用している~域組合に対して交付する報奨金の額

7月 17日までにがd寸された前年度の労働保険料を7月 10日までに納付されたもの

とみなして上記1iこより算定した額とする。

(※ 1)当年度の4月1日よりヱfII♀且までに新規委託又は委託解除により委託事業数又

は口座振樹i抑制事業が変動する場合は、 7月10日現布

一般拠出金に係る報奨金の額

1ーヱ旦i♀旦において、第Zの報奨金の交付要件に該当した事務総令。

事務組合ごとの幸臣奨金の額は、 ~J~業主からその事業についての一般拠出金の納耐の委

託を受けた事業に関し、 次lζ掲げる方法により算定した衡とする。

イ 常時15人以下の労働者を佐川する事業に係る微

当該事業の事業主から委託を受けて7月10日までに納付した当年度の}般拠出金

(督促を受けて納付した寸蜘出金を除く。)の額の合計額に 100分の3. 5を乗

じて得た綴

口 一般拠出帝に俗、石 16人以上司工業{その事業についての当年度の一時鍛処出金等につ

いて、事利息をJ受けたことがないものに限る")に係る縦

一般拠出令に係る 15人以下事業該当年度の翌年度の一般拠出合で、当官がn:犠の$

業主から委託を受けてその該当年度の納付期限日までに翌年度の納付したものの合計

額に I00分の日. 5を粂じて得た額



r-、、
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した苦r~鍬E合 (3 に核当する事務組合を除く..Jに対して交付する報奨金の額

報奨金の綴は、 7月J7日までに納付されたその年度の一般拠.[HlEを報奨金算定義務

毘までに納付されたものとみなして I:.lfi己1により算定した綴から2 その 100分の 5を減

じた額とする。

3 天災その{出やむを得ない理由により、 7月17日に、 1li2の報奨金の受付要件に該当

し、かつ、口鹿燦幸子市iを採用している主任務組合であって、前作度予伝現在(※1)におい

て2 当級事務総合の~呑託事撲の 2会の 1 以上が口Hli主主主幸出~を手IIJ唱している事務総合に

対して焚{す「る線終金の客百

7月17日までに納付されたその年度の一般拠出金を主臣奨金鉱定基準日までに納付さ

れたものとみなして上記lにより第定した額とするg

(※11当年l宜的4月 1日より鐙縫合算定義務日までに新規委託文は委託鰭徐により委託 2・
事業数又は口政振替相即可JllllC撲が変乱jする場合は、報奨金算定;烏準日現在

(注1) f労働伴、険料」とは、徴収法第 10条第2境第l号~第3号の2の一般 (注1) 「労働保険料j とは、徴収法第10条第2項第1号~第3号の2の一般

保食料、第1揃特別加入保険料、1li2種特'glj加入保険料及。悌3部特別加 保険料、第1種特別加入{刺険料、第2磁特別加入保険料及び第3税特別加

入保険料をいい、委託を受けることのない問攻策4号の印紙保険料及び労 入保険料をいい、委託を受けることのない悶羽第4号の印紙保険料及び労

働保険料に該当しない失業保険必及び労働者災害11有償j!j'，険法の一部を改正 働保険料に該当しない失業保険法及び労働者災智補償保険法の一部を改正

する法律及び労働保険の保険料↓の徴収等に関する法律の施行に伴う晶税法 する法律及び労働保険の保険料の徴収等に1期する法律の施行lこ伴う関係法

律の綾備等に関する法律(昭和44年法律第85号)第19条第1項の労 徐の整備等lこ|期する法律(昭和 44刑制鳴85号)第 19条第1項の労戸、

災保険の特別保倹科は含まれなし」 災保険の特別保険料は含まれない。

(注2) 「一般拠出合Jとl立、石綿飽Eli被答救済法第35条第 1項で定められた (注2) I一般拠出金j とは、石綿健康被害救済法第35条第1攻で定められたも

ものをいう。 のをいう。

(桟3) r~f森1Ii!、及び米城県において i 「岩手県、常減県及v守福島県におしてJ と

あるのは、青森県、法手県、下寺城孫、稲盛!iil及び茨城尽のそれぞれの地域

iこ主たる事務所の所有地を有する事務組合及び当核地域に所在する事業主

から労働保険事務又i士一般拠出金事務の委託を受けれ惨事務組合が主f象

となるの

(住4) f延長後の納期限jとl土、 r~f.量港、岩手県ョ符城県、和証島県、淡域)ii'，に

おける社会保険針及び労働保険料等に閲する納期限努を延長する件j (王手

成23年j誕生労働省、告示首~6 6サ)により妊認された後の納期限をいう。

(注立) 「前年皮の労働保険料j とは、前年度中において納付すべき労働保険料 (注3) f前年度の労働側役料」とは、前年度中において納付すべき労働師、険料で
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ではなく、前年度の期間に係る労働保険料、すなわち、前年度の策金総額

(労災保険。:ヰ寺山l加入の場合は保険料算定指礎額の総額)を装礎として算

定した労働保険料をいうο ただし、和田ヰ慌の委託に係る労働呆険料にあ

っては、前年度中に保険関係が消滅した有期事業の創開!日!の賃金総額(労

災侭険の特別加入の場合は保険料算定基礎額の総額)を基礎として算定し

た労i劫保険料をu、う。

(注6) 常11年15人以ドの矧，Jr/j-を使用する事業j とは、事業主単位ではな

く、事業単位(徴収法第7条~第9条の規定により一括された事猿につい

ては、一帰後の事業劇的による。また、常時使用労働者数の計算ば次に

よるものとフする。

①前年度の各月(前年度中途に保険関係が成立した事業にあっては、

保険関係成立以後の各月)の来日(賃金締切日がある場合には、月末

日直前のき当該賃金締切日)の使用労働者数の合計を 12 (前年度中途に

保険関係が成立した噂E撲にあっては、保険関係成立以後の月数)で除

して得た労働者数

@船きょ、船舶、上手経 波止場、停車場又は倉艇における貨物の取吸

いの事業及び徴収法第7条の規定により一括された有期事業について

は、前年度の3月31日以前1年悶の延労働者数をm淀労働日数で除

して得た労働ぽ数

(注7) 昧定採決料J とは、前年度の期間(有期~J~業にあっては当核保険関係

に係る剣日間)Iこ係る確定保険料について事務組合が申告し、または政府

が認定決定したものをいう。ただし、算定基準日以降に算定基臨時査等に

より、前年度の限定保険料に変更があった場合の差額分は、算定基礎総主主

等を行った年度の保険料として取扱う。

(注目延清if金Jとは、前年度の俄定保険料に係るもの¢みではなく、前年度

の概~保険料l己係る延焼|官金も含む。

(自，D) r労川県険料の免除一般拠出金の免除!とは、東日本大鍵災に対処す
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はなく、前年度の期間に係る労働保険料、すなわち、前年度の賃金総額

(労災保険の特別力11入の揖}合は保倹料算定必礎綴の総額)を基礎として算

定した労働保険料をいう。ただし、有獄事業の委託に係る労働総険料にあ

っては、前年度中に保険聞協が消滅した有:却|事業の全期11f]の党金総領(労

災保険の特別jJ日入の場合は保険料算定基礎額の総額)を基礎として算定し

た労働保険料をいう。

(注~)確定保険料J とは、前年度の期間(有期事業にあっては当核保険関係、に

係る全期11mに係る篠定f呆攻科について-:)}務組合が申告し、または政府が

認定決定したものをいう。ただし、算定基準日以降に算定基~J脳E等によ

り、前年度の確定保険料に変更があった場合の笈線分は、算定恭f嘩鈎資等

を行った年度の保険料として取扱う。 送i注1l.ぶ笈製j

(注5) 鮒帯金Jとは、前年皮の有害u:t保険料に街、るもののみではなく、前年度の

概算保険料に係る延滞金も含む。



"一、

るための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40

笠1盆笠i金ltび~84粂に泌づく矧動保険料等の先陰玄i立L

(討 10) r納品朝日肢の延長 i とは、 rM幾係λ 岩手県‘常城県、.y;Ç，1防除、古K~成熟にお

ける社会保険料及び労働保食料等に!刻する納期|現等を延長する件I (平成

23年昭生労働省告示2.M66骨)に忍づく納期限の延長をし、うn

[注 11) r労働保険料の約十1猶予I rー依拠品金の納{寸猶予!とは、徴収法第30

条 C:{ï&1品館嘆被~放済担、t日 38条耳il 項において準用する場合を含む円)

によりその例によることとされる国税通別法 (AB利 :17年法科切~6 6号ト)

2il46条によEづ〈納肘の猶守" (東日本大緩災Iζ.1l~るもの)をいう。

(注s) ①、②に準ずるやむを得ない理由には、事務総合が事務整理期間を必要

とした場合体務組合が、事業主に対し当該可機組合九の労働保険料の納

付のための金銭の交付を口座振替制(積金の払出しとその払出した金銭を

ヰ制時へ交付することをその預金口座のある金刷機閣に委託して行う方

法をいう。)により行わせている場合を含む。)を含むものであること。

(注 13) 上記1の及ひ'にii.t<当する事業に係る前年度の労4釧早険料等について、当

官官処分を受けた場合のほか、それ以外の事業の事業主の委託に係る前年度

の労働保険料等について当該処分を受けた場合も含まれる。

(注以偽りその他の不正な行為によ明、 徴収を免れ、又はその還付を受

けたことがないことJとは、上記1の及びに該当する事業に係る前年度の
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(性主主) ①、②lこ準ずるやむを得ないZ理由には、事務組合が事務主主理期間を必要

とした場合(事務組合が、事業主に対し当該司下務組合への労働保険料の納

fせのための金銭の交付を口鹿振替制(預金の払出しとその払出した金銭を

事務組合へ交付することをその滅金口座のある金融機関に委託して行う方

法をいう。)により行わせている場合を含む。)を含むものであること。

(注7) 常時15人以下の労働者を使用する本業JとI立、事業主単位ではなく、

事業単位(徴収法第7条~第9条の規定によりー隠された事業について

は、一括放の事業単位)による。また、常時使用労働者数の針J'ilは次によ

るものとする。 込i注旦以三笠i迫
① 前年皮の各月(前年度中途に保険関係が成立した事業にあっては、

保険関係成立以後の各月)の来日(従金締切日がある場合には、月末

庇前の当自主賃金締切日)の使用労働者数の合計を 12 (前年度中途に

保険関係が成立した工作業にあっては、保険関係成立以後の月数)で除

して得た労働者数

②船きょ、船舶、岸壁、波止場、停耳鳴又は倉>>11における貨物の取扱

いの事業及び徴収法第7条町規定により一括された有j師事業について

は、前年度の3月 31日以前1年聞の迩労働者ー数を所定労働日数で除

して得た労働者'数

(注&) 上記1の及びに該当する事業に係る前年度の労働保険料等について当該

処分を受けた場合のほか、それ以外の事業の司喋主の委託に係るI前年度の

労働保険枠等について当該処分を受けた場合も含まれる。

(沌主偽りその他の不正な行為iこより、 ・徴収を免れ、又はその溜付を受け l

たことがないことJとは、上記1の及びに該当する事業に似る前年度の労



労働保険料等について、不正な行為により徴収を免れ、又はその還付を受

けた場合のほか、それ以外の事業の事業主の委託に係る前年度の労働{期決

料等について不正な行為により徴収を免れ、又はその起付を受けた場合を

も含まれる。

(注 目 労 働1相会科の納付の委託を受けた事業Jとは、前年度分の政定保険料

に係る事業をいう。したがって、当年度において年度受新手続をした事業

のほか、 前年皮中に保険関係が消滅して確定保験料の申告をした事業を

含むが、前年度から引き続き保険関暗黒が存続している有期事業は含めな

い。また、前年皮分のl推定保険料に係る納付の事務処理を行った時点につ

いては、員iJ:{1二度gドに行った場合に段らず銀滋金銭友基準旦までに処理した

場合も含む。

(注民納付した前年度の労働保険料(晶可思を受けて納付した労働保険料を除

く。)の額j とは、納付した前年度の概算保険料、増加概算保険料、保険

料率の引上げによる迫力日納付額及開館精算に伴う迫力日制怖をいう。

(注11l二保険関係成立事業j とは、労災保険及び緩用保換のいずれの保険関

係も成立している事業をいう。

(注 18) こ符ミ険l芸Ii夜、成立卒業以外の事業j とは、 元適剤事業であって労災保

険lこ係る保険問日系のみが成立しているもの、一元適用事業であって服用保

険に係る保険関係のみが成立しているもの、労災保険に係る保険関係が成

立しているこ元適用，j>*及ひ7軍用保険f~係る保険関係が成立しているこ元

適用事業をいう。

(注l2l当年度の-~~:拠出金j と i士、当該年度のー般拠出金をいう。すなわ

弘前年皮の賃金総額を込礎として算定した一般拠出金をいう。

第4 報奨金の交付事務手続

1 労働保険事主主活且合報提金交付申約書の提出

(!) 報奨金の交付を受けようとする事務組合は、 9月 15日(岩手県、宮古城除AU守需品目県

において{官13の13'3)は 1月31日a これらの期日が土曜日又は日曜日に当たるとき

には、これらの日の野月曜日も)までに労働某険都軍事組合報奨金交付申精密機式第1

4号9 以下「申請は罫」というロ)を2部E提出するものとする。

働保険料等について、不正な行為により徴収を免れ、又はその滋付を受け

た場合のほか、それ以』トの事3轄の事業主の委託に係る前年皮の労働保険料

等について不正な行為により徴収を免れ、又はその還付を受けた場合をも

含まれる。

Ctt盟[労働保険料の納付の委託を受けた事業」とは、前年度分の確定保険料

に係る事業をし、う。したがって、当年度において年度更新手続をした事業

のほか、 前年度中に保険関係が消滅して確定保険料の申告をした事業を含

むが、前年度から引き続き保険関係が存続しとし、る有期事業は含めない。

また、前年度分の確定保険料に係る納付の事務処理を行った時点、について

は、前年度中に行った場合に限らずヱ丘i♀立までに処理した場合も含

む。

(注旦) [，納付した前年皮の労iJ)iJf!早険料(督促を受けて納付した労働総l険料を除

く。)の額Jとは、納付した前年度の概鉢保険料、情加概算保険料、保険

料陣の引上げによる追jJ日制版及。甲車定楠勢に伴う追加納付額をいう。

(注 12) 二保険関係成立事業Jとは、労災保険及び腐用保険のいずれの保険関

係も成立している事業をいう。

(注 13) 二保険関係成立事業以外の事業j とは、一元適j問機であって労災保

険に係る保険関係のみが成立しているもの、一元適用事業であって雇用保

険に係る保険I~縮、のみが成立しているもの、労災保険に係る保険関係が成

立している二元適用司喋及び願期保険に係る{利険関係が成立しているこ元

適用事業をいう。

(注 14) 当年度の一般拠出金JとI士、7ft!10日を法定納期限とする当該年度

の一般拠出金をいう。すなわち、前年度の錠金総額を基礎として算定した

一躍拠出金をいう。

第4 報奨金の交付事務手続

l 労働保険ヰ母御且合報奨金交付申絞殺の提出

(l) 報奨金の交付を受けようとする事務組合は、日月 15日(当該初日が土曜日又は日曜

日lζ当たるときには、これらの日の翌月蹴日)までに労働呆険軍務組合報奨金交付申請書幸

(様式第1号。以下「申請書Jという。)を2部提出するものとする。

.10・
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また‘平成 24 年.J(f以降却交付中部~~においては、日IJ添の対応が必婆であることに留意す

五よよL

(2) 申秘書は、都道府県労働局(以下「労働局Jという。)に提出するものとする。

2.申請識の作成についての指導

申請番の作成に当たっては、 事務舵合に対し特に次の事項を指導するものとする。

労働保険料に係る報奨金rf1~1白書

C1U申~m駁己入の磁終結ill

イ r (平成年度概算・確定保険料納付状況)Jについては、前年度において常時1

5人以下IJ)刻品者をi吏悶する事業について盤塗金笠室韮笠旦現在の納付状況を記入さ

せること。

ただし、報炎金算定基準Hが7月 17日である事務組合については、 7月 17日現

在の納付状況を記入させること。

ロ 「基幹接号」欄l士、番号順応記入させること。

なお、年度途中において新規委託を受けた事業で個卸凶E入事業と同様の処躍をして

いるものについては、それらをまとめて最後の行に記入させること。この場合、その

内訳を申請書別終に記入させ、添付させること。別柴の作成に当たっては、 f基幸憾

号Jj聞には、個別事業の「労{制服険調書号Jとその下官{Iに指弧繋きで「委託年月日j を

官ι入させること。

ハ I⑪甲 (5人料需の事業)J欄及び「⑫乙 (5人以上15人以下の事;!(;)J欄につ

いては、それぞれA (二保険関係成立)及びB (二保険関係成立以ナト)の委託事幾数

を記入させること。

なお、鹿川保険の被保険者のすべてが鹿淵保険に係る保険料免除対象前年齢労働者'

であるため、当該ヰ撲の服用保険に係る分の機定保険料が rOJ<:なった事業であっ

ても、当該事業の随別保険に係る側攻傑燃は存続しているものであること。

ニ r (平成 年皮算定基礎調査等にかかる差額保険料納付状況)Jについては、前年

度において?甘時 15人以下の労働者を使用する事君主について算定基礎調査等により

前々伝度以前の確定保険砕に変Jli:があった場合に記入し、当核確定保険料の悲観につ

いて銀銭念笠盆基準旦現在の納入状況を記入させること。

ただし、報奨金算定基準日が7月 17日であるヰ苛宵組合については、 7月 17日現

在の納付状況を記入させること。

創 11'

(2) 申椅惑は、都道府県労働局(以下 f労{動l司Jという。)に提出するものとする。

2 申秘書の作成についての指導

申請書寺0)作成に当たっては、 善事務組合に対し特に次の事項を指導するものとずる。

労働和俊料に係る報奨金市精持

(lU止ム辺直盤i
イ r (平成年度概算・篠定保険料納付状況)J については、前年度において常時i

5人以下の労働者を使用する事業についてヱ互よ旦且現在の納付状況を記入させるこ

と。

ただし、報奨金算定基準日が7月 17日である事務組合については、 7月 17日現

在の納付状況を記入させること。

ロ 「基枠番号j欄H立、番号阪に記入させること。

なお、年J.i5途中において新規委託を受けた事業で個別加入事業と何様の処壊をして

いるものについては、それらをまとめて最後の行に記入させること。この場合、その

内訳を申fi~H寄別楽に記入させ、?制サさせることα 別業の作成に当たっては、 f基瀞若手

号J繍には、個別事業の「労働保険苦手号Jとその下部に指弧書きで「委託年月日jを

記入させること.

ハ 「⑪甲 (5人未満の事業)J櫛及び「⑫乙 (5人以上15人以下の=lJ.:=謙一)J欄につ

いては、それぞれA (ニ保険関係成立)及びB 仁二保険関係成立以外)の委託事業数

を記入させること。

なお、庖用保険の被保険者のすべてが雇用保険に係る保険料免除対象高年紛労働占ー

であるため、当該事業の庭用保険に係る分の確定保険料が r0 Jとなった事業であっ

ても、当該事業の腹用保険に係る保喚問日系は::{f枕しているものであること。

ニ r (平成 年皮算定基礎調蕊等にかかる皇室額保険料再拘付状況)Jについては、前年

度において常時15人以下の労働者を使用する事業について算定主主総調査等により

前々年皮以前の確定保険料に変更があった場合に記入し、当該昨定保険料の笈綴につ

いてヱJI1立旦現在の納入状況を記入させること。

ただし、報奨金算定基準日が7月 17日である事務組合については、 7月17日現

在の納付状況を記入させること.



ホ 「⑬(平成年度算定基礎調査等にかかる差額保険料)増額分J欄及び『⑬(平成

年度算定基礎調牽等にかかる差額保険料)減額分J欄については、算定基礎調査等に

より変更となった硲定保険料の差額を、基幹番号別にそれぞれ記入させるこじ

なお、増額変更と減額変更があった場合も、当該噌額分と減額分を相殺することな

しそれぞれを記入させること。

へ 「⑬(⑬ー⑪)J欄については、その結呆がプラスとなる場合(増額変更のみあ

った場合あるいは増額分〉減額分であった場合)は当該差額に対する保険料の納付状

況を飽入させ、その結果が.b.("'?'イナス)となる場合(減額変更のみあった場合ある

いは増額分〈減額分であった場合)は、その額 (.b.)をそのまま記入させること。

ト 算定基礎調査等により変更された確定保険料の差額については、その所属の年度に

かかわらず、当該算定基礎調査等を実施した年度の保険科として取り扱うことになる

ので、 「交付要件確定側食料額』欄の記入に当たっては、前年度の確定保険料等の額

に当該差額分を増額あるいは減額した額を記入させること。

(幻 I口座援替l!lUOO有の有無等1
イ 「全委託事業数J欄は、口座援替制を採用している事務組合について、前年度末現

在(※2)において委託している事業数を記入させること。

ロ f白鹿振替制利用事業数」欄は、前年度末現在{※2)において口座振替制の利用

契約をしている委託事業数を記入させること。

ハ 「口座援替制利用率」欄は、全委託事業に占める口座筏替制利用事業の割合(口座

振替申リ利用委託事業数/全委託事業紛を記入させる亡と(小数点以下切り捨て)。

なお、総合=ンピaータシλテム以外の方法により口座振替制を採用している事務

組合であって、口座振替制利用率が50%以上の場合は、利用事業数を的確に程明す

る書類又は金融機関等の証明する書類を添付させること。

(※ 2) 第3の3の(※1)を参照

血血E主
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ホ [⑬(平成年度算定基礎調査等にかかる差額保険料)増額分j欄及び「⑪{平成

年度算定基礎調査等にかかる差額保険料)減額分」欄については、算定基礎調査等に

より変更となった確定保険料の差額を、基幹番号却lにそれぞれ記入させること。

なお、増額変更と減額変更があった場合も、当該増額分と減額分を相殺することな

しそれぞれを記入させること。

へ 「⑬(⑬ー⑪)J欄については、その結果がプラスとなる場合(増額変更のみあ

った場合あるいは増額分〉減額分であった場合)は当核差額に対する保I脚十の納付状

況を記入させ、その結呆が.b.(マイナス)となる場合(減額変更のみあった場合ある

いは増額分〈減筋子であった場合)I士、その額(ム)をそのまま記入させるとと。

ト 算定基礎閥査等により変更された確定保険料の差額については、その所属の年度に

かかわらず、当該算定基礎調査等を実施した年度の保険料として取り扱うことになる

ので、 「焚付要件確定保険料室町欄の記入に当たっては、前年度の確定保険料等の額

に当該差額分を増額あるいは滅額した額を記入させること。

(幻[口座振替制採用の有無等】

イ 「全委託事業数』欄は、口座振替制を採用している事務組合について、前年度末現

在(※2)において委託している事業数を記入させること。

ロ 「口座鏡替制利用事業数j欄は、前年度末現在(※2)において口座振替制の利周

期惜している委託事業数を記入させること。

ハ I口座振替制利用率」欄は、全翻壬事業に占める口座振替制利用事業の割合(口座

振替制利用委託事業数/全観主事業紛を記入させることかN量点以下切り捨て)。

なお、総合=ンピユ}タシステム以外の方法により口座振替制を採用している事務

組合であって、口座鍍替制手[)用率が50%以上の場合は、利用事業数を的確に証明す

る書類又は金融機関等の証明する書類を添付させること。

(※2) 第3の3の(※1)を参照

ω[1  6人以上事業1

イ r (平成 年度概箆・確定保険事胤刊事伏況)Jは r 1 6人以上事業1に該当した

委託車業について個々に7月 10日現怠の納付状況を記入させること"

ただし、報奨金算定基準日が7月 17目である事務総合については、 7月 17日現

在の納付状況を記入させ呂こ'"-

ロ 「基幹番号・枝悉号 l 欄は、番号m~に記入車せることa



"戸、¥

なおミ労働保険料に係る 15込l弘主事業鱗当年度の途Eにおいて新規委託を受けた

事選で個別加入事業と同様の処理をしているものについては、 「基幹番号・枝番号J

欄の下盤に括弧書きで個別室裳の「労働保険番号J及び『委託年月日Iを記入させる

主主L

ノ、 ~働僅隆主止に係る 1 5人弘下事業該当年度概算・磁定保険料約付状況)Jは

u塁成年度概筆・確定保険料納付状況LIにおいてョ r，衛星の有無J欄で無をO

で囲んだ場合についてのみ泊~働保険料に係る 15人区下事業該当笠率の翠年度の納

塑塑Jl!日~の絶{サ状況を記入させること盆

ただし、申聾年度の盤奨金基定基盤日が天災そのi也やむを得ない理由のために繰り

延べられた事薮都合についてはョ当核繰り延べられた日現窪の納付状況を記入させる

よ主L

一 「⑪三⑫」遡は~主当する聖目にOを付けさせ当 r'J-1iむにはその数を記入させる

よ主L

ホ u平成年度差定基礎調査笠にかかる差額保険料納付状況.)Jについては、 「労

働保険料に係る 16AJiL土事業lについて算定基礎調査等により前々年度広前の確定

保険野t::変更があった場合に記入し泊当核被定保険料の差額について7月10日現在

の納付状況を記入させることe

ただし泊望奨金筆定基準日が7月17日である事務組合については、 7月17日現

在の納付状iJ/.を記入させること塁

へ 「⑪(平成年度算定基礎調査等にかかる差額僅険料)増額分j欄及び「⑪(平成

年度筆定基礎薗査笠にカゆる差額保険料}減額分I欄については、算定基岨醐査等に

より変更となった磁定側検針の差額を3 基幹吾呈・枝番号別にそれぞれ宣弘させるこ

主L

なお当増額変更と減額変更があった場合k 当E真撞直買分と減額分を相殺することな

しそれぞれを記入させることa

ト 「⑬〔⑬ー⑪ LI欄については、その結果がプラスとなる場合(滑車塾涯のみあ

った場合あるいは塑額分〉減額盆であった場合)は当該差額に対する保険料の納付状

況を記入させ、その結果が6(マイナスjとなる場合(減額変更のみあった場合ある

いは盛額塗〈波額分であった場合l.J:!，その額 (6)をそのまま記入させること，

チ算定基礎調査等により変更された確定保隆針の差額については、その所属の年度1::

かかわちずミ当該算定基礎調査等を実路した年度の保険料として取り扱2ことになる

ので、 I交付要件確定保険料額l欄の音色入に当たっては当前年度の確定指教料等の額

-13 -



(;1) [総括1
イ 「報奨余算定事長推日Jj閣は、該当するヌ仰葺をOで閉ませ、報奨金算定基準日が7月

1 7日の栃合は、並翠傘笠丞釜準旦までに総定保険料の 100分の95以上を納付で

きなかった迎由を百ι九させること。

なお、背ぷtrA.筑波v;¥.岩手W<;:."良城県及ひt福島県においては記1在不要とする“

ロ 報奨金の鎖的併話，1こ当たって、算定基礎調査等により減額変更が行われた場合は当

該減額分を反映させることから、 「定事及び定綴による額J欄のうち、 「定率分Jに

ついては、前年皮の路定保険料等の額(口)から減額分(.)を号i川た額に孟/10

0を乗じた額を記入させること。 r定額分Jについては、 [平成年度慨王宮・確定保

隆詮遡並並盗Lの r@、⑫J欄の fエJ rホJ rへJ rトJの阪に事業数(以下「報

奨金算定事業数Jという。)を転記させること。

ただし、転記させる報奨金銭定著作業数の累計が 1，000を起える場合にl士、 1，

000を限度として転記させること。

また、詩12トを「αJ1怖に必ず記入させること。

ハ r@J欄の額に 100阿米制の端数があるときは、その端数を切り捨てて記入させ

ること。また、その傾が1. 000万円(1f.成 23年度においては3. 000万円、平

成 24年J!l'においては2. 000万F'I，以下ニの墳において同じ}宇部えるときl士、

1 000万円!-するこ左

ェ l※」欄l土記入させないこと。

一般拠出金に係る級決金巾読書

(1) [FFE出~干記入の悶1:(J:llf.J耳]

イ r (平成年度一般拠削金納付状況)J については、前年度において常時 15人以

Fの労働者を使刻する事業について怨袋金銭築基準旦現夜の納付払匙況を記入させるこ

と。

ただし、報奨金銭定法士郎1が7月 17日である事務総合については、 7Jl1 7日現

在の納付状況を記入させること。

ロ I基字情号J繍は番号聞に1記入させること。

なお、年使途中において新規委託を受けた事業で個目的羽入事業と同様の処理をして

苧 14-

に当該差額分を培煽あるいは減額した縦争記入きせること“

(12. [総指]

イ f報奨金策定基準日J欄は、該当する事攻をOで閉ませ、報奨金算定基準日が7月

1 7 fIの場合は、ヱ旦よ立旦までに維定保険料の 100分の95以上を納付できなか

った理由を記入させること目

ロ 報奨金の額の算定に当たって、算定基礎調査等により減額変更が行われた場合は当

Z然続買分を反決させることから、 f定率及び定額による額」欄のうち、 [定率分」に

ついては、前年度の憾宿果険料等の古賀(ロゑ立三)から減額分 (a桑立Dを引いた

額にぷιえ/100を乗じた額を記入させること。 r定額分lについては、.l.lゑム

以下の事捻JJflび r1 6人以上事業1の r@、⑫J欄の fニJ rホJ rへJ rト」

fノレI rオ rワI rカJo;順に事業数(以下 f報奨金算定事業数j という。)を転

記させること。

ただし、転記させる報奨金算定事業数の媒討がし 000を超える場合には、 1，

000を限度として舷記させること@

また吋w.昔十を「αJ欄lむ必ず記入させること。

ハ r022J欄の額に 100円未満の端数があるときは、その端数を切りJ舎でて記入さ

せること。

ニ 「※Jj聞は記入させないこと。

一般拠出金に係る報奨金申請設

Ol.l.l互ム弘主主茎I
イ r (平成年度一般拠出金納付状況)Jについては、前年度において常時15人以

下の労働者を使用する窃楽について.7 Jl 1旦旦現慌の納付状況を記入させること。

ただし、報奨金算定基準日が7月17日である喝さ務組合については、 7月17日現

在の納付状況を言記入させること。

ロ r，主幹按号1欄は、苦手号院に記入させること。

なお、年度途中において新規委託を受付た事業で個別加入事業と同様の処理をして



ノ(

いるものについては、それらをまとめて最後の行に記入させること。この場合、その

内訳をl同商事干別策に記入させ、添付させること。別柴の作成に当たっては、 「基幹番

号j欄には、個別事業の「労働保険番号j とその下部に括弧番古で「委託年月日jを

記入させること。

ハ r (平成年皮算定基礎繍査等l乙係る懇額一般拠出金納付状況)jについては、前

年度において常時 15人以下の労働者を使用する事業について算定基礎調査等により 1

前々年没以前の一般拠出金に変i1!があった場合に記入し、当日真一般拠出金の差額につ

いて銀選会袋主義援昆現杭の納入状況を記入させると 10<

ただし、報奨金算定基準日が7月 17日である事務組合については、 7JJ 1 7日現

准の納肘状況を記入させること。

ニ rCJ) (平成年皮算定基礎調査等に係る差額一般拠出金)増額分J欄及び「③(平

成年皮算定基礎調査等に係る差額一般拠出金)減額分j 繍については、算定基礎調

査等により変更となった一般拠出金の差額を、基幹番号別にそれぞれ記入させるこ

と。

なお、増徴変吏と減額変吏があった場合も、当該僧額分と減額分を相殺することな

く、それぞれを言U、させること。

ホ 「③(③④)J j冊については、その結栄がプラスとなる場合(増額変交のみあ

った場合あるいは士自額分〉減額分であった場企)は当核差額に対する一般拠出金の約

十j状況を記入させ、その結果が6(マイナλ) となる場合(減額変更のみあった場合

あるいは増領分く減額分であった場合)は、その額 (6)をそのまま記入させるこ

と。

人事予定基礎調査等により変i1!された一般拠出金の楚額については、その所属の年度に

かかわらず、当該鉢定基礎調Jt:符を実施した年度の一般拠出金として取り扱うことに

なるので、 f交付M1牛一般拠出金額」櫛の記入に当たっては、当年度の一般拠出金の

額に当日生差額分を熔額あるいは減額した領を記入させること。

(2)削除
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いるものについては、それらをまとめて段後の行に記入させること。この場合、その

内訳を申官1I益事別楽に記入させ、添付させること。別莱の作成に当たっては、 ri基幹司書

号j欄には、個別事業の「労働側険4番号-Jとその下部に括弧1IJきで「委昔日ドJi日」を

記入させること。

ハ r (平成年度鉢定基礎調査等に係る差額一般拠出金納付状t兄)J については、前

年度において常時15人以下の労働者を{使用する前殺について算定基礎調査等により

前々年度以前の一般拠出金に変克があった場合に記入し、当該一般拠出金の差額につ

いてヱAよ()s現在の納入状況を記入させること。

ただし、報奨金算定法準日が7月 17日である事務組合については、 7月 17日現

在の納付状況を瓶入させること。

エ 「③(平成年度算定lt\，~謹調査1等lこfli'る差知一般拠出金)増数分J 欄及び r@ (平

成年度算定基礎部査等に係る差額一般拠出金)減額分j織については、算定基礎鯛

査等により変廷となった一般拠出金の差額を、基幹番号日lにそれぞれ記入させるこ

と。

なお、増額変吏と減額変更があった場合も、当百五増額分と減額分を相殺することな

く、それぞれを記入させること。

ホ f③(③ー@)J 欄については、その結呆がプラスとなる場合(増額変更のみあ

った場合あるいは摘額分〉減額分であった場合)は当該法制に対する}般拠出金の納

付状況を記入させ、その結果がふ(マイナ只)となる場合(減額変更のみあった場合

あるいは増額分〈減額分であった場合)は、その鎖(ム)をそのまま記入させるこ

と。

へ算定基礎調査等により変更された一般拠出金の謝買については、その所属の年度に

かかわらず、当該算定基礎調査等を実施した年度の一般拠出金として取り扱うことに

なるので、 「交付要件ー般拠出金額」欄の記入に当たっては、当年皮の一般拠出金の

額に当該差額分を槽額あるいは減額した額を記入させること。

(2) [1 6人以上事業1

イ r (平.);'i: 年度一般拠出金納付状況) I I立、 「一般拠出金に係る 16人以 k事業l

に該当した委託司お組こついて個々に7月10日現海U溺射状況を記入させるこど"

ただし、報奨金銭定基準日が7月17日である事務組合については、 7月 17日現

在の納内状祝や記入車せることお

ロ f系幹番号・技怒号j 欄は、番号順に記入主:¥i-ること。



なお、一般拠出金に係る 15人弘主事業該当年度の途中において新規翻時受けた

事業で個別加入室業と同様の処理をしている1lのについてはさ 「基幹番号・枝番号J

欄の下部に括弧書きで個別事業の「割削保険番号J及び「委託年月日 l主記入させる

主主L

ノ、 r:.J..l.Q人息王事選該当年度一般拠出金総額L!は3 一般拠出金に盤る 15人以下

事業該当年度の納期期限日現在の納付状況を~入させること。

ただしs 申請年度の報奨金算定基準日が天災その他やむを得ない理由のために繰り

延べられた事務組合については3 当該繰り延べられた日現在の組[サ状況を記入させる

ふ主L

u平成年度差定基礎調査等に係る一般拠出金納位盆況)jについては、 f 1 6 

人以上事選1について算定基礎調査等により前々年度弘前の一般拠出金に牽更があっ

た場合に記入し、当該一般拠出金の差額について7月1'0日程奮の納付状況を記入さ

せること。

ただし主報奨金筆定基準日が7月17日である事務組合については、 7月 17日翠

在の納付状況を記入させることa

ホ f@(平成年度差定基礎調査等に係る差額一般拠出金)盛額分!欄及び f@(平

成年度算定基礎調査等に係る差額一般拠出金]減額全J欄についてはョ算定基礎調

査等により変更となった-Alt拠出金の差績を、基幹番号・枝番号別にそれぞれ記入さ

せること。

なお2 増額変更と減額容室があった場合も、当該増額分を減額分と相殺することな

く、それぞれを手入させること。

へ 『⑨(@ー@L!柵については、その結呆がプラスとなる場合、 {瑚額変更のみ

あった場合あるいは塑額三主〉減額分であった場合)は当核差額に対する一般拠出金の

納付状況を記入させ、その結果がf'..(-vイナス)となる場合(減額牽更のみあった場

合あるいは増額分〈減額分であった場合)はその額~をそのまま記入させるこ

よι

ト 算定基礎融等により変更されたー拠出金の差額については当初所属の年度に|

かかわらず、当該算定基盤調査笠を塞施した年度の一位拠出金として取り扱2ことと

なるので『交付到牛一般拠出金額J柵の記入に当たっては、当年度の一群拠出金等の

額に当該差額分を塑額あるいは減額した額を記入させること盆

. 16・
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(鈴[総括]

イ 「線共金算定法11長日J欄は、該当する事項をOで固ませ、報奨金算定基準日が7月

17目的場合l士、 7月 10日までに一般拠出金の 100分の95以上を納付できなか

った理由を記入させること。

なお、 7守祭県、淡城県、占苦手県‘宵城県及。c福島県においては Ul己給不要とするn

ロ 報奨金の額の算定に当たって、算定基礎調査等により減額変更が行われた場合は、

当日締撤分を反映させることから、 「所定綴(定率)J 織のうち、当年度の一般拠出

金鍔の額(ロ)から減額分 (a)を引いた額lこ3. 5〆100を乗じた額を記入させ

ること。

ハ f⑫J欄の微にloorrl未満(f)j描数があるときは、その端数を切り捨てて記入させ

ること。

ニ f※」欄は記入させないこと。

T" "ト削酬削醐同時的抑制《輔附"'

."舞且届...泊‘"守'一J主'‘
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~) [総指]

イ I報奨金算定基調車問機l士、該当する事項をOで凶ませ、報提金算定基・準日が7月

1 7日の場合は、 7月10日までに一般拠出金の 100分の95以上を納付できなか

った理由を記入させること。

ロ 報奨金の額の算定に当たって、算定基礎捌査等により減額変更が行われた場合は、

当該減額分を反映させることから、 「所定額(定率)J繍のうち、当年良の一般拠出

金等の額(ロ及立今)から減額分 (a及びf)を引いた額に3. 5/100を乗じた

額を記入させること。

ハ 「⑬J欄の額lこ100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて記入させ

ること。

ニ 「※」欄は記人させないこと。
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3.申請書の審査

事務組合から申請書が提出された場合には、次の事項に留意の上、速やかに申請書の内

容について審査するものとする。

なお、申請書の審査は慎重に行い、交付額の決定後に、取消、変更等のないよう留意す

ること@

(1)口座振替制利用事業数J欄については、総合コンピュータシステムにより口座綬替

制を利用している場合には、計算センターにおいて印書した事務組合別口座仮替制利用

事藻数の件数リストと照合し、総合ョンピュークシステム以外の方法lとより口座仮替制

を利用している場合にl士、申請書に添付させた証明する書類又は金融機関等の宙E明する

書類と照合すること。

(2) 全委託事業数J欄については、保険料・拠出企申告書内訳と照合すること。
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3.申請書の審査

事機E合から申請書が提出された場合には、次の事項に留意の上、速やかに申請書の内容

について審査するものとする。

なお、申調書の審査は慎重に行い、交付額の決定後に、取消、変更等のないよう留意する

こと。

(1) r口座仮替制利用事業数J欄については、総合=ンピュータシZテムにより口座振替

制を利用している場合には、計算センターにおいて印書した事務組合別口座振替制利用事

業数の件数日ストと照合し、総合=ンピュータシステム以外の方法により口座振替制を利

用している場合には、申請書に添付させた粧明する書類又は金融機関等の証明する書類左

照合すること。

(2) r全委託事業数j欄については、保険料・拠出金申告書内訳と照合すること。

( 



( 
〆

(3) 報奨金算定基準日j欄で7月17日のものについては、第2の1の f天災そめ他や

むを符ない玉里山Jに該当するか杏かを審査すること。

(自IJI珠}

(生) 申読書記械の規模・保食関係別委託事業数、納肘払況等は該当年度の保険料・拠出金

申告書内訳、領収漏通知書、滞納主主幾土器報告書等と照合すること。

(fi) 算定基礎調査等により変更された確定保険料又は-A対処出金の差額については、その

所属の年度にか泊サ3らず、当該算定書日礎調査等を実施した年度の保険料として取り扱う

ことになるので、交付要件の審査に当たっては、前年度の擁定保険事閣又は一般拠出金

額に当該差額分を増額あるいは減刻して審査すること。

なお、報奨金の額の認定に当たっては、認定基礎調査等による援額のうち減額に係る

分のみを反映させるので、注~すること。

(2) 事務組合から提出された申務慾及ぴ鮒寸書類の記載事項のうち他の労働局の労働保険

特別会計歳入徴収官の百「必に係るものについては、当該労1働局に当該申請書及び酌付書

類を送付すること。送付を受けた労働F誌においては、その所殺に係る記載事項の審査を

行い、当該事務総合から藍復して申請がなされていないかを碓若草した上で申請著書及び添

付者類を返送すること。

<:D 帯主主の結果、ji{j;定保険.:JS喧賞、一般拠出金額、受託事業数等の申諦苦手各欄の記職事項に

ついて誤りを花見した場合には、朱散により必要な修正を'ITうこと。この場合、審査の

紘来、修正した事項を申官官渚「が訂正された窃頃と 'r~JjJIJできるようにしておくこと。

(e) r，後11掴には、第3に基づき算定した金額を、 「交付予定傾Jとして記入しておくこ

じなお、労働保険料4こ係る報縫合の額i土、 1白 000万円(平成 23年度においては

3. 000万円、 :qL，峨 24年度においては2. 000万円)を超えるときは、 1. 000 

万円であることに留殺することぬ

~) 級決金の交付姿件に該当しない事務組合については、不交付の決定の前に理由を鋭

明して、殺街による申踏の取り下げを行うよう指導すること。

(10)上記(1)からω)において、労働保険料等の免除、斜世間限の延長、労働附倹料等の納

付猶予の取被いに関;注すること。

4. 労働保険事縦断械型~1t;交付決定締の作成

(t) 前記3の容授の結果、報奨金の交付要件に該当する事務組合については、労働保検事

務組合報奨金交付決定簿(綴式第2号。以下「交付決定簿」という。)を作成するもの

. 21・

(3) 報奨金算定基準日J欄で7月 17日のものについては、第2の1の f天災その他や

むを得なし喫向Jに該当するか否かを審査すること。

(4) 一般拠出金に係る 16人以日号轄については第2の1の包)の理平lに該当するか否か

丞笠盟主主ム
(fi) 申請高官官織の規諜・保険関係別委託事業数、納付状況等は該当年度の保険料・拠出金

申告帯内訳、領収済通知書、捕偽有事業場報告番等と照合すること。

(2) 算定書目前主調査等iとより変更された確定保険料又は一般拠出金の差額はついては、その

所属の年度にかかわらず、当該算定基礎調査等を実施した無位命保険料として取り扱うこ

とになるので、交付要件の審査に当たっては、自ljlf-f主の確定側険料綴又は一般拠出金額に

当該援額分を婚観あるいは減額して審査すること。

なお、報奨金の額の算定に当たっては、算定基礎翻査等による主主観のうち減綴に係る

分のみを反政させるので、注意すること。

① 事務組合から提出された申Z商事及ひ線付審類の記載事項のうち仙の労働局の労働保険

特別会計歳入徴収官の百徐に係るものについては、当該労働局に当該申官背番及び添付番績

をi主計寸すること。送付を受けた労働局においては、その所主主に係る記載事項の審査を行

ハ当核若手機盛合から援複して申請がなされていないかを確認した上で申鍛若手及び添付書

類を返送すること。

(e) 特貸の結果、破JE'保険料額、一般拠出金縦一委託事業数等の申読者幸各欄の悩械事項に

ついて誤りを発見した場合には、朱殺により必要制度Eを行うこと。この場合、蒋査の結

果、修JEした事吸を申請者が訂正された事項と判別できるようにしておくこと。

~) r@J織に1:1入第3に基づき3平定した金額を、 「交付予定富田Jとして記入しておくこ

と。

(0) 報奨金の交付劉牛に該当しなし崎司事組合については、不交付の決定の商Iに理的を鋭明

して、話摘による申請の取り下げを行うよう指導すること。

4圃労働保険事務総合報奨金交付決定締の作成

(1) 前記3の審査の結果、報奨金の交付要件に該当する事務組合については、労働嶋険事

務総合報奨金交付決定簿(様式第2号。以下「交付決定簿Jという。)を作成するものと



とする。

(2) 交付決定鮮の{抑止上の街;む'!Pl'i

0労働i呆漁料に係る報奨金交付決定簿

イ 交付決定締0)各繍については、事務組合ごとに申総勢の「基幹番号J (2以上の労

働保険准号がド付与されている事務組合については、基幹番号の末尾区分が最も小さい

基幹祷号)及び⑤(保険料納付済額)、⑥+⑬(保険料納付済額のうち減額が必要な

額)、⑦ー⑬(定半分算定対象保険料耕付済額)、⑪、⑫、@織の数31.1立額、あるい

は計勢した額をそれぞれ対応する器開こ紙記し、各猿ごとに小百十を記入すること。

本一五盤強直IIIli'i

口 交付決定締のt闘については、報奨金算定基準日により 17月lO日」欄又は 17月

17日j 倒的し、ずれかに報奨金交付予定額を記入するとともに、算定方法に基づき、

22 (所定頒によるもの)、 23 (鯛盤額によるもの)のいずれかをOで臨むこと。

また、 17月17日j繍については、口座振者制利用率50%以上の場合には f口

座仮替制該当分」織に記入し、それ以外的場合には、 r5%減額措殴J欄に記入する

こと。

えJ滋盤強
なお、i'l'森県、茨城県、治手線、 t司被県及ひと福島県においては、 r 7月 10日l欄

i玉盟ム主主主よ丘
ハ交付決定締の下段Iの(1)欄については、@繍の算定方法が22の場合lこ@欄の額の

小言十を各業ごとに記入すること。

また、 (2)欄については、脊梁ごとに 100円未満の端数を切り姶てた額を記入す

ること。

ニ 交付決定締の下段Eにl士、似聞の算定方法別にそれぞれの事務組合数、規模・保険

関係別委託事業数及び報奨金交付守受領の小討を各iI'1ごとに記入すること。

立島組~III除

なお、 ( )には、干tU奨金算定基準日が7月17日の分(1口座坂替措l該当分Jと

15%減鎖措慨」の合計)について内数で記入し、 1 ( )のうち口座仮替制該当

分」欄には、口座占民樹~)該当分を記入すること。

22 -

する。

(幻 交付決定締の作成上の留意事項

O労動保険事に係る報奨金刻寸決定主席

イ 交付決定簿の各欄については、事務総合ごとに中間設の「基幹番号J (2以上の労

働保険番号が附与されている事務総合については、基幹番号の宋fs区分が最も小さい

基幹番号)及。⑤(保険料納付済粉、⑥十⑬(保険料納付済績のうち減額が必要な

額)、⑦ー⑪(定率分算定対象保険料納耐済額)、⑬、@、⑫怖の数又は古賀、あるい

は計慌した額をそれぞ士山対応する榔に航涜し、各染ごと1::;)、昔|を記入することe

なお、 「益事業[55:分 1欄の;.1 6人以上jに江主当するものにあっては (1 5人以

下事業淡当年度概銭・碗定保険料納付状況)Jの対百tする件榔の数Xは街、あるいは

合訴された有置を松況すること内

ロ 交付決定締の欄については、報奨金算定法機日により r7月 10日Ij闇又は 17月

17日」 榔のいずれかに報奨金交付守'定額を記入するとともに、算定方法に基づき、

22 (所定額によるもの)、 23 (調綾煩こよるもの)のいfれかをOで悶むこと。

また、 17月17日J械については、口)fl!波潜制利用率50%以上の場合には「口

座援幸子制該当分J欄に記入し、それ以外の場合には、 15%減額捕監j欄に記入する

こと。

なお、 には~算定方法が 22<1;秘話予であって報奨今認定謀総』こ 16人以上事

業が含まれている場合(以下 116人以上日査当分lという^)に、その額を記入寸ーる

よ主L

ハ交付決定簿の下段1の([)欄については、@欄の算定方法が220)場合に@機の貌の

;)、音ーを各繋ごとに記入すること。

また、 (2)欄については、各策ごとに 100円未誠jの端数を切り捨てた額を況入する

こと。

ニ 交付決定簿の下段Eには、@欄グJ算定方法活lにそれぞれの事務組合数、規綴・保険

開時系別委託事業数及び報部I金交付予定額の小計を各iI'1ごとに記入し、鐙飽旦i主主1.l
B人以凶量当分lについては、 16人以上級当分に係るそれぞれの小計や記入するこ

よι
なお、 ( )には、報奨金算定基準日が7月17日の分(r口座振替制核当分Jと

15%減額措置Jの合計)について内数で記入し、 r ( )のうち口座振替詰時五当

分j欄には、口腔振替i削該当分を記入すること。



(¥  

ホ 交付決定託手の下段lUには、申箭望書の(平成年度概算・確定保険料納付状m，)の①

織の額に I司王成 年皮算定務磁調査等にかかる幾額皐険料(@及ひ⑮)Jを増額又は

減額した綴ゆ十⑬←@)の小計を件染ごとに記入すること。

え」巡盤型陰
へ交付決定締の主主終貨の「労働保険料納付状況JI関及び「規模・係倹関際別委託事業

数J欄には、各築の合計のみを弔E入ずること。

また、 I、E及び班には、各楽の合計を記入すること。

上記イ~ベこおいて、労r1!仙保険料等の免除、納湖限の延長、労働保倹料等の納付

猶予の取扱し、に留絞寸ることο

0一般拠出金に街、る報奨金交付決定簿

イ 交付決定都の各慨については、事務総合ごとに申詩書の「基幹番号J (2以上の労

働保険番号が付与されている事務組合については、基幹番号の末尾区分が最も小さい

劃惜号)及び②(一般縄出金納付済額)、@(一般拠出金納付済額のうち減額地1必

要な額)、② ③(算定対象保険料納付済粉、@欄の数又は額、あるいは剖苦手した

額をそれぞれ対応する欄に転記し、各築ごとに小針を記入すること。

主ヱ幽凶陰

ロ 交付決定鮮の欄については、報奨金算定基準日により [7月10日J櫛又は[7丹

17日J欄のいずれかに報奨金交付予定額を記入すること。

また、 [7月1.7日J欄については、口座根締倒利用率50%以上の場合には「口

任従事幸制該当分J欄に記入し、それ以外の場合には、 [5%減額姑程」織に記入する

こと。

なお、背奈，Vi¥， ;!丈峨!供、是}手県、宵城県及び樹島県においては、 f7JilO日!話題

ζ翠込主ゑよム
ハ安判決定締の下段Iの(j)欄については、⑬欄の額を各業ごとに記入すること。

また、(め繍については、各擦ごとに 100円未満の端数を切り捨dてた徹を記入

すること。

ニ 交付決定員手の下段Eには、 ⑬開の算定方法別にそれぞれの事務組合数及び報奨金交

付予定額の小討を各策ごとに記入十ること。 怠J撤脳級

なお、 ( )には、報奨金算定基準日が7月17日の分([口座振替制該当分」と

.23・

「¥

ホ 交付決定締の下段町には、申荷主詳の {15人以わ!作業1(平成 年ー度概算・確定保

険料納付状況)及び r1日人以上事録) (1. 5人以下事業該当年度慨主主・総k呆険料

強盆盆盗Lの¢榔の額iこ f平成年皮算定基礎調査等にかかる差額保険料(⑬及び

⑪) Jを域額又は減額した額(①+⑬ー@)の小計を各策ごとに記入すること白

へ交付決定簿の最終貰の「労働保険料納付状況」捌及び I筋線・保険関係別委託事業

数J欄には、各業の合計のみを記入すること。

また、 I、H及び皿には、名撲の合計を記入すること。

O一般拠出金に係る報奨金交付決定締

イ 交付決定締の各榔については、事務組合ごとに申請替の「基幹番号J (2以上の労

働保険按号が付与されている事務組合については、基幹按号の米尾区6)が最も小さい

基幹静号)及ひ⑫(一般拠出金納付済額)、@(一品拠出金納付済額のうち減額が必

要な額目、②ー@(算定対象綿険料納付済額)、⑬欄の数又は額、あるいは計算した

額をそれぞれ対応する織に転紀しち各業ごとに小計を記入すること。

なお、 [111業区分!欄の [16人以ーとlに該当するものにあっては、 [ (1 5人以

下事故紘当年感」般拠出金納肘状況) Jの対応するf外側の数又は刻、あるいは合旅さ

れたJ{uを車認己す‘ること"

口 交付決定簿の欄については、報奨金算定基準日により[7丹 10日J綱又は [7月

1 7日」欄のいずれかに報奨金交{杓ら定額を記入すること。

また、 [7月17日J欄については、口座仮替制利用率50%以上の場合には「ロ

臨振替制該当分J禰に記入し、それ以外の場合には、 [5%弱綴wi鍛J綱に記入する

こと。

ハ 交付決定簿の下段Iの(1)欄については、⑮欄の額をの各業ご~(こ記入すること。

また、 (2)欄については、存策ごとに 100円未満の知数を切り捨てた額を記入する

こと。

ニ 交付決定締の下段IIIこは、 ⑮欄の算定方法別にそれぞれの事務組合数及び級奨金交

付予定額の小計を各楽ごとに記入し、⑩欄の fうち 1白人以上該当分j については、

1 6人以上綴当分に係るそれぞれの小匙主語^すること。



r5%減額検陸」の合計)について内数で記入し、 J ( )のうち口座振替市i該当

分j欄には、口座仮替制核当分を記入すること。

ホ交付決定都の下段IIIには、巾総議の(平成年立一般拠出金納肘状況)の①欄の貌

に「平成 主1'.皮算定基礎網望室等にカ功、る主畿頂保険料(③及び@)Jをi曽額又l土減額し

た額(①ート③一③)の小計"'*柴ごとに記入すること。

主 H皇制l削除

へ交付決定締の最終頁の「一般拠出金湖付状況J榔には、合計のみを記入すること。

また I、E及び氾にl土、各業の合百十を記入すること。

行犯イ~へにおいて、一般拠出金の>il除、車内期限の延長、ー般拠出金の納付猶予

の取』泣し、iこi留I:\~:することの

否両高";;-1 駒慌 を震度労繍依陀$続総会幡多唱会交付決定掬 " 

.無.仰‘可ギラ古性再守主-jニ:::言語話器th

制・ι....司‘'明白
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なお、 ( )には、報奨金算定義準日が7月1.7日の分(r口座探線制該当分Jと

r5%減額措置jの合計)について内数で記入し、 r ( )のうち口腔振主主制該当

分J欄には、口座線新制該当分を記入すること。

ホ 交付決定簿の下段Eには、申請書Fの[1.5人以下事幾J(平成年度一般拠出金約

付状況)及び[1. 6人以上事業1 cl 5人以下京議該当年fi!'-般拠日金品4付状i況)の

①械の額に「平成年皮算定基礎調査等にかかる差額保険料(③及v⑪)Jを噌淑又

は減額した額(①+③@)の小討を各幾ごとに記入すること。

へ 交付決定書草の続終貰の f一般処出金古川サ状況J欄には、合剖ーのみを記入すること。

また、 I、II及び阻には、各業の合討を記入すること。

問、時
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5.本省への報奨金交付予定額等の報告 5冒本省への報奨金交付予定額等の報告

(t) 交付決定締への報奨金交付予定額等の記入が終了したときは、労働保険事務組合報奨 (1) 交付決定簿への報奨金交付予定額等の記入が終了したときは、労働保険事務組合報奨

金交付予定報告祷(様式1s3号。以下「予定報告書j という。)により 10月よよ旦 金交付ニF定報告書(様式第事号。以下「予定報告書j という。)により 10月主立(必

(必着)までに労働保険徴収課へ報告するものとする。 着)までに労働[撒徴収繰へ報告するものとする。

また、岩手県、'白域FIrtKは縞島県における事務総合に士「「る報幾分に係る予定綴告書Fの

提出は、平成23年度については、平成244ド2月20日までに労働保政徴収絞へ報告

するものとするぐ

(2) 報告書の作成上の留泣事項 (2) 報告惑の作成上の留怠事頃

0労働保険料に係る報奨金 O労働保険料に係る報奨金

イ r 1 労働保険料納付状況Jの各欄には、交付決定簿の対応する項目の合計を転記 イ r1 労働保険料納付状況jの各棚には、交付決定締の対応する項目の合計を転記

すること。 すること。

. 25 . 



ロ r2の(1) 策定方法別事務総令数、 委託事業数及び報奨金交付(予定・決定)

告知の各欄にI士、交付決定締の合計のEを転記すること。

ハ i2の(2) 所定額内訳」の各欄には、交f可決定締の合計の1を転記することω

ニ r3 報奨合交付(予定・決定)綴附約IJ事務組合数、委託事業数及。嘩麟金交付(予

定・決定)額jの各鮒には、交付決定解より算出して階級別にそれぞれの計を記入するこ

と。

。}高責処出金に係る報奨金

イ r1 一般拠出金納付仏況jの令欄には、交付決定簿の対応する項目の合計を転記

すること。

ロ 恨の(1) 算定方法別事務組合数及び報奨金交付(予定・決定)額jの各欄には

交什決定簿の合計のEを転記すること。

ハ r2の(2) 所定額内訳Jの各欄には、交付決定締の合計の Iを転記すること。

ニ r3 報奨金交付(予定・決定)額階級別事務組合数、委路事業数及び報奨金交付

(予定・決定)額Jの各欄にl士、交河村と定簿より算出して階級g'Jにそれぞれの計を記

入すること。

「112h:zf ぺ e 事F
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r. 01 "，.01 ~ I ¥1 I!! I ~持z 

←「禽

L--!I-，I HtH十信 ド
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白 26.

( 

ロ r2の(1) 算定方法別事務組合数、 委託事業数及び報奨金交付(予定・決定)

額jの各欄には、交付決定簿の合計のHを総記すること。

ハ [ 2の(2) 所定額内訳Jの各欄には、交付決定簿の合計の iを松記すること。

ニ [3 幸鵬金到す ('f-:定・決お額附側Ij~P主総時数、委託事業数及。唱歌奨金交付(予

定・決定)額」の各欄iこは交付決定簿より算出して階級別にそれぞれの討を記入するこ

と。

O一般{也出金に係る報奨金

イ [ 1 一般拠出金納付状況jの各欄には、交付決定締的対応する項悶の合計を転記

することロ

ロ [2の(1) 算定方法別事務組合数及び傾現金交付(予定・決定)額Jの制調には、

交付決定簿の合計のEを転記すること。

ハ [2の(の 所定額内訳j の令欄には、交付決定締の合計の Iを転記すること。

ニ r3 報奨金交付(予定・決定)額階級g'J事務組合数、委託事業数及び報奨金交付

(予定・決定)額jの各欄には、交付決定簿より算出して階級lJ'Jにそれぞれの計を記

入すること。
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6 報」耳金の交付決定等

(1) イ 報奨金の交ゴ却と定については、本省から別途指示するので、それを待って行うも

のとする。交付決定締については、交付の決定後、⑬欄及び下段自に、前記4の口、

へエ及ひh の留意事項に準じて、報奨金交付決定観的己入すること。

ロ 本省べの報奨金交付tR:i定額等の報告

報奨金の交1寸を決定したときは、労働帆|食事務組合報奨金交付決定報告書(様式

第 3号。以下「決定報告書j という。)により、 ~IJ樹旨示する期日までに労働保険

徴収島県内、報告するものとする。決定報告容の作成に当たっては、前記5の鼠苗:事項

にn.じること。

なお、決定報告書の内容が、前記 5による予定報告替と同ーとなるときは、決定

報告書による報告は省略するものとする。

(2) 報奨金の交付菓件に該当しない事務総合で、出滞日3の込.QLの指導にもかかわらず申請

を取り下げないところについては、報奨金の不交付決定を行うものとする。

6 報奨金の交付決定号車

(l) イ 報奨金の交付決定については、本省から別途指示するので、それを待って行うも

のとする。交付決定書官については、交付の決定後、⑬繍及びド段Hに、前記4の

口、へニ及ひh の留芯:司n:医に準じて、報奨金交付決定額を記入すること。

本省〆、の報告基金交付決定額等の朝日告

報奨金の交付を決定したときは、労働保険事務組合報提唱公付決定報告番(様式

第3号コ，以下「決定報告ぬという。)により、jJlJ謝旨示する期巨までに労働保険

徴収師、へ報告するものとする。決定報告書の作成に当たっては、 t許認己5の留意事項

に準じること。

なお、決定報告容の内容が、前記5による予定報告惑と陪ーとなるときは、決定

報告書による報告は省官許するものとする。

(2) 報奨金の交付要件に該当しない主任務組合で、前記3の怠iの指導にもかかわらず申請

を取り下げないところについては、報提合の不交付決定を行うものとする。

ロ

( 
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7. ，]f.J湾総合に対する報奨金交付決定等の通知

(1) 報奨金の交付を決定した事務総合については、本省からの予算の示逮をまって「報奨

金交付決定通知苦手J (依式第4号)により当該事務総合に通知するものとする。

なお、報奨金の示逮は、毎年 11月1日を予定しているので、都進J府県労働局労働保

険特別会計支出官は示迷後iまやかに報奨金の交付を行うものとする。

(2) 報奨金の不安付の決定を行ったものに対しては、 「労働保険'1.務組合報奨金交付申舗

の併についてJ (.手陣C第5号)により通知するものとする。

7.専務組合同ける級決金交付8腿等の働日

(1) 扱奨金の交付を決定した事務組合については、本省からの予算の矛誌をまって「報奨

金交付決定過知設J (係式第4号)により当該事務組合に通知するものとする。

なお、報奨金の示逮l士、毎年11月1日 f岩手県、主主被保又i立縞島県における事務総

合に係る平成2:l年度の報」見命についてl士、平成24年3月1日)を予定しているの

で、都滋府県労働局労悦制呆|検特却[1会計支出官は示逮後速やかに報奨金の交付を行うもの

とする。

ω 報m金の不次{司(f)決定を Tったものに対しては、 「労働側検事務組合報奨金交付申諮

の件についてJ (事俗t~5 号)により通知するものとする。
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自返還請求

(1) 報奨金の交付を受けた事務総合が、次の4又はロに該当する場合には、都道府県労働

局長は当主主事務組合に対して報換金の交付決定の取消し又は報提金交付額の{I$}E決定を行

い、 「労働総会険事務組合報奨金(交イサ決定取消・交付綴修正決定)述知謀J (様式第6

号)により通知するものとする。

イ 偽りその他不正的行為によって報奨金の交付を受けた場合

当該受付を受けた報奨金の全部

交付すべき報奨金の!訴を趨えて交付を受けた場合(イに該当する場合告除く o ) 

当該交付すべき報奨金の額を趨えて交付された部分の額

ロ

日返還請求

(1) 報奨金の交付を受けた事務組合が、次のイ文は口に該当する場合には、都道府県労働

局長は当該事務組合に対して報奨金の交付決定の取消しXは報奨金交付額の修正決定を

行い、 f労働呆険事務組合報奨金(交{可決定取消・交付綴j友五決定)通知書(織式第

6号)により過は目するものとする。

偽りその他不正の行為によって報奨金の交付を受けた場合

当該交付を受けた報奨金の全部

交{'.げベ吉報奨金の綴を超えて交付を受けた場合(イに該当する場合を除く。)

当該交付すべき報!溌金の告書を越えて交付された部分の額

イ

口

(2) 報奨金の交付決定取消又は報奨金の交付額修正決定をした<Jf.務総合に対しては、述や

かに納入告知潜lこより報奨金の返還制求を行うものとする。

(2) 報奨金の交付決定取WiXは級奨金の交付額修正決定をした事務組合に対しては、速や

かに納入管知事により報奨金の返迷宮背求を行うものとする。

( 
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第5 口座振梓納付を承認された事務組合に関する報奨金の交付嬰件、

の取怨い

口座t民替納付された算定対象事業の前年度目在定開決料不足額及び当年度一般拠出金に関す

る交付要性汲ぴ報奨金の綴の算定上の取扱い

(1) 交付要件に関する取扱い

イ 徴収法第21条の2第 1項の法認を受けて口l1ll綴料、納付日に口l1ll振替による納付

(以下「口座振樹拘付j という。)がなされた第1JIIJ分等労倒J保険料(注1)及び当

年度一般拠出金(注2)であって、口座仮替納付された口康被替納付留に係る 15人

以下事業及びよ立ム弘昌国~量似下「算定対象，jJ:幾j という。)の前年皮確定保険料

不足額及び当年度一般拠出金額(口座綬桟納付日までに事務総合に交付されていなか 2

ったものを除く。 (2)において同じ。)は、第2の交付嬰件の適用について、 7JJIO

日までに納付されたものとみなす。

交付額及び交付手続等

1 

第5 口座振替納付をiJ!(認された'lj略語昔日合に関する報奨金の交付要件、

の取4泣い
1 口座振併納付された算定対象事業の前年度確定保険料不足額及び当年度一般拠出金に関

する火付要件及ひ、減策金の傾の算定との取扱い

(!) 交付要j'lにi鶏する取敏い

イ 徴収法第21条の2第 1項の承認を受けて口l1ll振替納付日に口康様替による納付

(以下「口l1ll振樹内fむという。)がなされた第 l期分等労働呆|食料(主主1)及び当

年度一般拠出金(注2)であって、口座仮酬向付された口座振替納付警に係る 15人

以下寺T議(以下「算定対象事業j という。)の前年度確定保険料不足額及び当年度一

般拠出金総(口組i探樹内十j口までに事務t!ll合に交付されていなかったものをi徐く。(の

において閉じ。)(士、第2の交付誕件の適用について、報奨金算定基準日までに納付

されたものとみなれ 主ー」盟主F>fjJjIi:li

交付額及t股付手続等

口
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イの取扱いに関しては、口l!iA振替納付日において、預金口肢の残高不足により一部

の口座振替納付書に振替不能が生じた場合にあっては、次の①及び②のうちいずれか

イの取扱いに関しては、口座接続的付日において、預金口座の残高不足により一部

の口座括主幹納付設に振替不能が生じた場合にあっては、次の①及ひ⑫のうちいずれか

ロ



低い方の額の鈍閣内で、報奨金の交付要件及び交付額の算定上有利となるように、当

在住事務組合に係る口座仮幸子納付苦手を選択し、当日産納付苦手を口座割高税制付されたものと

して取扱うことができるものとする。

① 日成仮谷納{、I日までに委託，J~業主から交付を受けていた第 1J割分等労働保険料の

総綴

② 口座板桜納付により納付された第1期分等労働保険料の額と仮性不能が生じた口

E益保桟納付設に係る労働保険料について口腹話ミ答納付日から 1週間以内に納付さ

れた第1J回分等労働保険料の額との合計額

(2) 報奨金の額の箆定に関する取級い

(1)の取4泣いにより交付要不ドに該当する事務組合に.~.付する報奨金の額は、第3の報奨

金の額の適用について、口座布跨EF納付された口座l~梓納付苦手{注 3) に係る算定対象事

業の前年度維定保険料不足綴及び当年度一般拠出金を盤還金盆乏基準旦までに納付され

たものとみなし、算定する。

(注1) 第1J割分等労相自制険料j とは、当該年度の慨算保漁料のうち‘延納されて

いるもσ川):1il1j担分及び前;p皮確定保険事不足観的百年度の確定保険料(J;綴が

例年度の概算保険閥、 1唱力日概矧呆険料及u'保険料率的引必ずによる治加時撤収保

険料の合計額を超えるち品目告のその超える吉買をいう。)をいう。

(注2) 当年度)側拠出金」とは、当該年度の一般拠出金をいう。すなわち、前年

度の賃金私書買を基礎として策定した一般拠出金をいう。

(注3) cl)のロの取扱いを行った品恰においては、口庖阪信納付されたものとしたも

のを合み、口座取税制付されなかったものとしたものを除く。

2 振替不能がやむを得ず生じたものであるときの取敏い

(j) 1の(1)の取敏いによっても交付'll'f'Tに該当しない場合で、彼稼不能がやむを得ず生

じたものであるときの取J泣い。
イ 口座振替司向付惑の振替不絡が生じ、前記lの(1)の取扱いlこよっても交付要牛に該当

しない事務組合についてl士、当百支援接不能がやむを得ず生じたものであるときは(注

1 )、口腹援務納付FIから起算して7日を経過した日までに納付(注2)された算定

対象事業(口座仮幸弘前付の対象とされた労働保険勢電に係るものに限り、当該振替不

能がやむを得ず生じたものとは認められない口座痘替納付審(労働保険誹号)に係る

-82 . 

低い方の額の範邸内で、報奨金の交付要{Ij'及び交付額の算定上有利となるように、当

該事務組合に係る口座坂者湖付容を選択し、当該納付容を口座振替納付されたものと

して取扱5ことができるものとする。
¥d 

① 口座擦替納付日までに委託事業主から交付を受けていた第 1)回分等労働保険料の

総額

② 口康被替可制寸により納付された第 11割分等労働保険料の額と擬務不能が生じたn

座振替司拘付望書に係る労働保険料について口座仮幹納付日から 1週間以内に納付さ

れた第11闘す持労働保険料}の額との合計額

(2) 報奨金の額の算定に関する取敏い

ωの取扱いにより交付要件に該当する事務総合に交付する報奨金の額は、第3の報奨

金の傾の適用について、ロE臣仮替納付された口座振替需拘付幾(注3)に係る算定対象事

業の前年度確定保険料不足額及び当年度一般処出金をヱぷよゑ旦までに納付されたもの

とみなし、算定する。

(注 1) [鍔1期分等労働果険料!とは、 7月 10日を法定納期限止する当該年度の

彼彦事保険料及び前年度加古主1品険料不定額 f前年主のl確定保険料トの額が同年皮の

概算保険料、増加1概算保険料及び被険糾率の引上げによる迫力日撤収保険刺の合

計額を超える場合のその超える額をいう。)をいう。

(注2) 当年度一般拠出金」とは、 7月 10日を法定納期限とする当該年度の一般

拠出金をいう。すなわち、前年度の賃金総微を溢礎として算定した一般拠出金

をいう。

(往訪(1)のロの取扱いを寸?った場合においては、口鹿振替納付されたものとしたも

のを含み、口座主長側拘寸されなかったものとしたものを除く n

2 仮務不能がやむを得ず生じたものであるときのJI対伽、

(1) 1の(!)の取4泣いによっても交付要件に該当しない場合で、縦校不能がゃなを得ず生じ

たものであるときの取扱いa

イ 口鹿振替納付1!l'の採柄て能が生じ、臨clの(j)の取般いによっても交付劉牛に該当

しない事務組合については、当該振替不能がやむを得ず生じたものであるときは(注

1 )、口座様替納付日から起算して7日を経過した日までに納付(注2)された算定

対象事業(口~様替納付の対象とされた労極制呆険番号に係るものに限り、当該振特不

能がやむを得ず生じたものとは認められない口康娠替納付容(労働保険番号)に係る

ヘ
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ものは除く。ロにおいて同じ。)の前年度強定保i攻料不足額及び当年度一般拠出金

は、第2の交付要件の適用について、報奨金書草定基準日までに納付されたものとみな

す。

ロ イの取扱いによって交宇同E件に該当することとなる場合の報奨金の額は、第3の報

奨余の額の適用について、口座仮詳納付日から起算しτ7日を経過した日までに納付

(注2)された算定主政事業の前年度線定保険料不足額及び当年度一般拠出金を事1I奨

余算定基耳在日までに納付されたものとみなして算定した額から、その100分の5を

減じた額の純間内とする。

(2) 仮替不能が天災地変等の不可抗力による手続上の玉里肉のみから生じたものである場合

の報奨金の綴

1の(1)文は(!)のイの取扱いにより交付要件l乙該当する事務組合であって、第1期分

等労銅版険料及び当年皮一般拠品企の口腹擬卦納付に闘し振替不能を生じ、当該1冨替不

能が天災地変等の不可抗力によ切口座痕替納付日までに委託事業主から手続上交付を受

けられなかった第 lj担分等労働保険料及び当年度一般拠出金があったことのみに伴い生

じた(注3)ものについては、報焚金の額は、 1の(2)文は(1)のロにかかわらず、第3

の報奨金の綴の適用について、口Jlli援桜納付日から起算して7日を経過したEまでに納

付(注2)された算定対象事業(口座振替納付の対象となった労働保険番号に係るもの

に限る。)の前年度荷主定保険料}不足額及び当年度ー般拠出金を裂選金援護基準息までに

納付されたものとみなして、算定する。

(注1)当該仮緯不能がやむを得ず生じたものであるときj とは、次の場合をい

フロ

① 当該振績不能が生じた口座仮糊1付審に係る全ての委託事業主から事務組

合が口座擬斡納付日までに第1期分等労働保険料及び当年度一般拠出金の金

額の交付を受け、これを向日までに口政摂替に係る預金口座に預入していた

にもかかわらず、当日刻E替不能が生じたものであるとき。

② 事務組合がr:J且E仮倒内やl日までに、納付すべき第 1)割分等労働保険料及び

当年l庄一般拠出金の交付を当該振替不能のeiミじた口座振糊付帯に係る委託

事業主に2皮以上にわたり請求していたにもかかわらず、少なくとも 1委託

事業主に次に掲げる事情があり、そのため問日までにその金額の交付を受け

-33-
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ものは除く。ロにおいて伺じ。)の前年度確定保険料不足額及び当年皮一般拠出金

は、第2の交付姿件の適用について、 7月10日までに納付されたものとみなす。

ロ イの取扱いによって交付要件に該当することとなる場合の報奨金の績は、第3の報

奨金の額の適用について、口座探替納付日から起算して 7日を経過した日までに納付

(注2) された算定対象事業の前年度徹底保験料不足額及び当年度一般拠出金を7月

10日までに納付されたものとみなして算定した額から、その 100分の5を減じた

額の範間内とする。

(2) 板裕不能が天災地変等の不可抗力による手続上の理由のみから生じたものである場合

の報奨金の普賢

1の(!)又は(!)のイの取扱いにより交付要件に該当する事務組合てiあって、第1期分

等労倒削果険料及び当年皮一般拠出金の口路線轡納付に関し振替不能を生じ、当該振替不

能が天災地変等の不可抗力により口座振替納付日までに委託事業主から手抗上交付を受

けられなかった第1J胡分場労働保険料汲び当年度一般拠出金があったことのみに{半い生 i

じた(注3) ものについでは、報奨金の額は、 lの(の又は(J)のロにかかわらず、第3

の報奨金の額的適用について、口座援替納付日から起算して7日を経過した日までに納

付(注2) された算定対象事業(口腹振替納付の対象となった労働{尉険番号に依るもの

に限る。)の前年度感定保険料不足絞及び当年度一般拠出金をヱ且よ立且までに納付さ

れたものとみなして、算定する。

(注1) f当該振替不能がやむを得ず生じたものであるときj とは、次の場合をい

フ。

① 当骸振替不能が生じた口座lli:称納付訟に係る全ての委託事業主から事務純

合が口座1民特綿付日までtこ第1期分等労働保険料及び当年度一般拠出金の全

額の交付を受け、これを|司日までに口座娠精に係る預金口座に加入していた

lこもかかわらず、当E車線替不能が生じたものであるとき。

②事務総合が口座援啓納付日までに、納付すパき第1期分等労働呆険料及び

当年度一般拠出金の交付を当該括主幸子不能の生じた口座振替納付留に係る委託

事業主に2度以上にわたり請求していたにもかかわらず、少なくとも 1委託

事業主に次に掲げる事情があり、そのため悶日までにその金額の交付を受け



られなかったことに伴い、当核保替不能が生じたものであるとき。

(a) 天災地変等の不可抗力により委託事業主が手続上同日までに事務総合

にその交付をで吉なかったこと

(b) 委託事業主が天災、火災、交通事故、盗難等により財産上の損答を受

けたこと

(じ) 委託他人事幾主又はその扶養者が疾病にかかり又は負傷を受けたこと

(d) 委託事業主が業績の悪化等によりその事業を廃止し又は休止したこと

(心 委託事業主に係る債務者側に生じた事自により債権の回収が悶難又は

不能におちいったこと

(の 委託事業主がその事業につきその回復に祁当の期間を弾ずる損失をう

けたこと

ω その他委託事業主に労働保険料及び当年度一般拠出金の交付を殴難な

らしめる事業経営上の不測の~}~~:書が生じたこと

(注2) この「納付Jには、口!ili仮替納付が含まれる(ロ及び(2)において問じ。)。

(1'主3) 当該指定詐不能が天災地変等の不可抗力により口座仮稼納付日までに手続上交

付を受けられなかった第1)国分等労働保険料及び当年度一鍛拠出金があったこと

のみに{料、~じたJ とは、口座彼替i司~付日まで継続して天災地変等の不可抗力が

あり、第1J割分等労働保険料及び当年度一般拠出金を交付しようとする委託事業

主から通常的交付手段をもってしては同日までにそれの交付を受けられなかった

ことのみに伴い当絞振轡不能が生じることとなd たことをいい、その交付を受け

られなかった分は天災地変等の不可抗力がやんだ自から2日以内に事務組合に交

付された場合に限る。

3 口座彼櫛~f寸一手続主の理陶で口座彼怨納{寸がなされなかった事務組合に関する取扱い

徴収法第21条の2第 1項の承認を受付た事務組合について、口座様替納付替の金融機

関への未3昔、口座振殺がi付おの紛失その他地入徴収官、金融機関又はこれらの問に生じた

口座振樹州寸に閲する手続よの理拘により第 1)割分等労働保険料及び当年度一般拠出金の

口座俊幸子による納付がなされなかった場合は、口座娠替納付日以後の日で所轄歳入徴収官

が指定した日までに通常の納付方法により納付された算定対象ljJ:業(口座振替納付の対象

とされていた労働保険祷号に係るものに限る。)の前年度確定保険料不足額及び当年度一

般拠出金は、第Zの交付要件及び2再3の線奨金の額の適用について、懇還金銭家基準.e.ま

でに納付されたものとみなす。
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られなかったことに伴い、当該仮谷不能が生じたものであるとき。

(a) 天災地変等の不可抗力により委託事業主が手続上向日までに事務組合に

その交付をできなかったこと

(b) 委託事業主が天災、火災、交通事故、政難絡により111産上の損容を受け

たこと

(0) 委託個人事業主又はその扶養者が疾病にかかり文は負傷を受けたこと

(d) 委託事業主が業績の悪化等によりその事業を廃止し又は休止したこと

(0) 委託事議主に係る債務~.1JUJに生じた事由により債権の回収が困難又は不

能におちいったこと

(f) 委託事業主がその事業につきその図復に相当の期間を裂する損失をうけ

たこと

(g) その他委託事業主に労働保険料及び当年度一般拠出金の交付を限嫌なら

しめる司域縫営上の不測の降襟が生じたこと

(注2) この「納付」には、口座振替納付が含まれる(ロ及び(2)においてI向じ。)。

(注3) 当該振替不能が天災地変等の不可抗力により口座坂幸子納付日までに手続上交

付を受けられなかった第1期分等労働保険料及び当年度一般拠出金があったこと

のみに伴い生じたJとは、口T$疑事幸納什日まで継続して天災地変等の不可抗力が

あり、第1期分等労働保険料及び当年度一般拠出金を交付しようとする委託事業

主からi函君~の交付手段をもってしては問日までにそれの公1寸を受けられなかった

ことのみに伴い当核保替不絡が生じることとなったことをいい、その交付を受け

られなかった分は天災地変噂の不可抗力がやんだ日から2日以内に事務組合に交

付された場合に限る硲

日 口座振替納付手続上の理由で口j主振教納付がなされなかった事務組合にi却する取扱い

徴収法第21条の2第 1項の承認を受けた事務組合について、口座仮称納付舎の金倣機

関への米着、ロE邑t民替納付苦手の紛失その他殺入徴収官、金融機関又はこれらの|目jに生じた

口座振糊耐に関する手続上の理由により第1J明分等労働保険料及び当年度寸対処出金的

口座振幸子による納付がなされなかった場合は、日!ili様替納付日以後の日で所総歳入徴収官

が指定した日までに通常の納付方法により納付された算定対象事業〔口腹仮性納付の対象

とされていた労働保検番号に係るものに限る。)の前年度確定保険料不足綴及び当年度一

般拠出金は、第2の交付要件及び第3の報奨金の額の適用について、ヱJJl♀且までに納

付されたものとみなす。

( 



( 

4 交付事務手続

第 1Jl1I分等労働保険料及び当年度一般拠出金について口座傑骨納付を承認された事務総

合に対する報奨金の交付事務手続は、第4の交付事務手続に定めるもののほか、現:による

ものとす一る。

(1) 申請議内訳の提出

第4の1の申l11i惑の提出に関しては、報奨金の交付を受けようとする事務組合で口座

振替納付の文織とされた第lIl11分等労働保険料及び当年度-A刷出金の納付について振

替不能が生じたものは、申結惑に加えて、その内訳(Jの(l)により焚付挺件に該当する

場冷 (2の(2)の取扱いがなされる場合を徐く。)にあってはん儀式第1号の2とし、 2

により交付要件に該当する場合 (1の(1)により交付要件に骸当する場合で2の(訟の取

扱いがなされるときを合む。)にあっては、様式第1号の3とする。)を提出するもの

とする。

(の 申j背番内訳等の作成についての指導

イ 第4の2の(1)及び(2)の指導に関しては、中綴容の算定対象事業に係る r(平成

年度減努・確定保険事納付状況)Jについては、それぞれの取扱いに応じ、 1の(1)、

2の(1)のイ務しくは(2)又は3により盤還金基盆釜笠且までに納付されたものとみな

されるものを含めて記入させること。

ロ 1の(!)の取扱いにより交付要件に該当する事務総合(織式第i号の2を提出するも

の)については、口JA振静納付日までにヰ可書組合が交付を受けなかった算定対象事業

の前年度確定保険料不足額の一覧表(米交付の算定対象事業名{労働保険番号を付

言己)及びその米交付の前年度確定似4換料不足額を示す一覧表)を申請惑に添付させる

こと。

ハ 糊己2の取扱いにより交付要件に該当する事務組合(荷主式第1号の3を提出するも

の)については、①振替不能の原闘となった労働保険料及び当年度一般拠出金の委託

事業主からの米交付に関し、事務組合が口銭振啓納付日までに委託事業主に2度以上

にわたり請求したこと及ひ事務組合がその請求等に当たって確認した当該委託事業主

から問日までに労持跡、険料及び当~FI主一般惚出金の交付を受けられないこととなった

事情を祝する諜面及び②口俊振鈴納付日から起算して7f.!を経過した日の翌日におい

て納付されていなし、算定対象事業の前年度確定保険料不定額及び当年度一般拠出金の

一覧表(未納付の算定対象事業名(労働保険番号を付総及びその未納付の前年度催

定保険料不足綴及び当年皮一般拠出金を示す一覧表)を申請書に縁付させること。

-35・

4 交付事務手続

第 IJ田分等労働保食料及び当年J3l:ー紛拠出金について口座板持制lNを敢認された事務組合

に事Iする報奨金の交付事務手続は、第4の交付事務手続に定めるもののほか、次によるもの

とする。

(1) 申請番内訳の提出

第4のjQ)申請著書の提出に関しては、報奨金の交付を受けようとする事務組合で口座

振替納付の対象とされた第1期分等労働保険料及び当年度-ij拠出金の納付について振

替不能が生じたものは、申請惑に加えて、その内訳 (1の(1)により交付婆件に該当する

場合 (2の(2)の取奴いがなされる場合を除く。)にあっては、様式第l号の2とし、 2

により交付要件に該当する場合(1の(1)により交付要件に該当する場合で2の(2)の取

扱いがなされるときを含む。)にあっては、様式第1号の3とする。)を提出するもの

とする。

(幻 申請書内訳等の作成についての指導

イ 第4の2の(1)及び(2)の指導に関しては、申務省の算定対象事業に係る r(平成

年鹿概算・ i確定保険料納付状況)Jについては、それぞれの取扱いに応じ、 1の(1)、

2の(1)のイ若しくは(2)又は3によりヱ且よ立旦までに納付されたものとみなされる

ものを含めて記入さーせること。

ロ 1の(!)の取扱いにより交付要{中に核IIIする事務組合(級以む第1号の2を提出するも

の)については、口座振替納付日までに事務総合が交付を受けなかった算定対象事業

の前年度確定保険料不足額の一覧表(未交付の算定対象事業~(労働保険審号を付

記)及びその未交付の前年度碍定保険料不足額を示す一覧表)を申椅警に添付させる

こと.

ハ 前記2の取扱いによ羽交付要件に該当する事務総合(械式第1号の3を提出するも

の)については、①援替不能の原閣となった労働保険料及び当作度一般拠出金の委託

事業主からの未交付に凋し、事務組合が口腔犠牲納付日までに委託事業主に2度以と

にわたり梢求したこと及び事務組合がその諮求等に当たって確認した当該委託事業主

から同日までに労働保険j料及び当年良一般拠出金の交付を受けられないこととなった

事情を評する書面及び②口座線被納付日から起算して7日を経過した日の翌日におい

て納ぱ守されていない算定対象事業の前年j史総定卸〈険料不足額及び当年HE一般拠出金の

一覧表(未納付の算定対象事業名(労働保険各号を付記)及びその未納付の前年度確

定保「酬不足額及び当年度一骨量拠出金を示す一覧表)を申諮警に添付させること。



なお、①の笠岡は、 2の(2)の取扱いをする場合をi徐き、口座仮替納付審の鍍替不

能のi!~凶となった委託事業・主からの米交付に関し少なくとも 1 件について添付させれ

ば足りるが、多数の委託事業主lこ米交付が生じた事務組合については、米交{せとなっ

た当該口11甘長谷納付喪に係る全ての委託事業主に!鎚し、その事情を書面で報告される

こと等により、以後の口座指定替納付の円滑な完胞がなされるよう指導すること。

おって、 2の(2)の取扱いをすることとなる場合は、全ての米交付に闘し、その事

情を託する①の蔀簡を添付させること。

(3) 申請帯内訳の審査等

儀式第1号の2又は十五E匂11号の3を加えた申請書が提出された場合には、次の事項

に留意の上、1l'i査するものとする。

イ (級式第 1号の 2)

{イ) ⑫欄及ひ⑫欄及び@欄は、申告書事及び口座援幸子納付啓発行リストと照合するこ

と。

(ロ) @側及。⑪欄は‘申告書:内訳、領収済通知識、滞納事業場報告審等により照合

し、@欄、⑩側、⑬糊及び⑮悌は、領収済通知書により照合すること。なお、⑫欄

に記入した執lこ滞納事業場報告書害等により口座振替制百寸日までに交付されていなか

った額が含まれてし、ると認められると吉は、これを除くよう是正すること。

(の @欄は、申告持内訳、領収済i屈指r~書、滞納ヰ号車場報告替、 (2) のロによりfj-I紛

議I~tí討守された未交付額のー銑表等により照合すること。

(ニ@欄に関してl士、オの籾の範囲内で、 1の(1)のロの取+&いがなされているも

のであるか等を確認し、所要の是正が必要なものについては指導すること。

(ホ) @欄の伺ーの基幹番号の合計額は、申務替の r(平成年及概算・確定保険料

納付状況.)Jの同ーの務幹信号についてのそれぞれ⑤欄の合計額と一致するよう照

合すること。

えJ準盗塁盤
ロ (模式第1号の3)

(イ) @欄、@樹、@欄、@側、@欄、@欄、@欄及び@繍f士、申告書、口座振替納

付帯務行リスト、自立収済通知1設、滞納事業場報告干害等により照合すること。なお、

@欄lこ記入した綴に持制有事業主語報告書幸により口腹振替納付日までに交付されていな

かった綴が含まれていると認められるときは、これを徐くよう是正させること。
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なお、①の書lliiは、 2の(2)のJlj{扱いをする場合を除き、口J1li挺谷納付帯の援主主不能

の原依!となった委託事業主からの米交付に闘し少なくとも 1件についてJ剥4させれば

足りるが、多数の委託事業主に未交付が生じた事務組合については、米交付となった

当該口座振替納付事に係る全ての委託期撲主に関し、その事情を替市で報告されるこ

と等により、以後の口座娠替納付の円滑な実胞がなされるよう指導すること。

おって、 2のωの取扱いをすることとなる場合は、全ての米交付に闘し、そのliit青

を緑する①の書面を添付させること。

(3) 申競11}内訳の審'l!l:等

様式ml号の2又は様式第1号の3をjJ日えた巾諮1!;'が鍵山された場合には、 i次の事項

に留意の上、審査するものとする。

イ (様式第l号の2)

(イ) ⑫欄及び@織及び@欄は、申告諜及び口座振替納付書発れリストと照合するこ

と。

(ロ) ⑧欄及v也繍は、申告書内訳、領収済JiI!知書、甜f納事業場報告書等により照合

し、⑫欄、@繍、⑬欄及ひ⑪闘は、領収済通知番により照合すること。なお、⑮欄

に記入した額に滞納事業場報告選等により口也板谷納付日までに交付されていなか

った額が含まれていると認められるときは入これを除くよう是正すること。

か)@欄は、申告書内訳、官買収済通知f荘、持駒句lii議場報告書c、ωのロlこより申論者

に添付された未交件費目の一覧表等により!照合寸ること。

(ニ) @欄に関しては、之の額の続四内で. 1の(1)のロの取扱いがなされているもの

であるか等を確認し、所聖書の是正が必要なものについては才争尊すること@

{本) @欄の同 の基幹.ffi'号の合計古賀は、申締識の[1三ム弘王宝茎Lr (平成 年

皮概鋳・確定保険料納付状況)J及び[1白人以上事業1r (平成 年度1既t):・磁

定保険料納付状況)iの間ーの基幹番号についてのそれ，ぞれ⑤欄の知計額とー致す

るよう照合すること。

口 (様卦昌吉l号の3)

(イ) ⑫側、@側、⑧腕、@側、@縦、⑪綱、⑬欄及。⑮織は、申告守器、口腹仮替納

付議先行リユト、領収済通知審捕f車内事業場報告書等により照合すること。なお、

@繍に記入した額に滞納事業場報告書により口J1li振絞納付日までに交付されていな

かった額が含まれていると認められるときは、これを除くよう是正させること。

( 



，-¥ 

(n) @欄lこO印を付されたもので、@欄の額が@ff唱の額と一致しないものについて

は、 (2)のハにより申;1Il惑に添付された者面等により、仮替不能の生じた口座扱称

納付議に係る委託事業主のうち前記2 (注1)の②に掲げるような事情があり、事

務組合が口俊振芯~NI3までに第 l期分等労働収険料及び当年度一般拠出金の交付

を受けられなかったことに伴い、坂長幸不能がやむを得ず生じることとなったもので

あることを確認すること。

ただし、前記2の取扱いをする場合については、その交付を受けられなかった原

関となった天災地変等の不可抗力が口腔振替納付日までに紋統してあったこと及び

これにより委宮正事業主が通常の交付手段をもってしては、同日までに交付できなか

ったこと等を口座探格納付日までにヰ符書組合に交付されなかった第1期分等労働保

険料及び当年度-1!lti'JlI，仕l金のすべてについて具体的に磁認するとともに、それ以外

の第 1 却l分等労働保険料及び当年度-~，拠出金は口座擬静納付日から起算して 7 f1

を経過した日までにすべて~.寸されていることを確認すること。

(時 この場合の娠替不能がやむを得ず生じたものであるかどうかの判断に当たって

は、事務組合が当該振務不能の生じた口座振替納付舎に係る委託事業主にロ戚振替

納付日までに納付すべき第 1j割分等労f曲f)jl険料及び当年度一般拠出金の交付を2回

以 1:澱求した事実があり、その鯖求等に当たって事務組合が当日主音寄託事業主に前記

2の(注1)の②に掲げるような事情のあるこどを確認しておれば、この事情の有

無等の{寵認は婆しないものとする(ただし、前記2の(2)の取娘いをする場合を除

く。)。

(ニ) @欄は、申告望書内訳、領収済通知書F、滞納事業場報告勢、 (2)のハにより添付

された米帯当付額一覧表君主により照合すること。

(ホ) ⑮欄の問ーの主主幹番号の合計は、申請警の r(平成年度概算・確定保険料納

付状況)Jの悶ーの翻非番号についてのそれぞれ⑤禰の合計額とー苦けるよう照合

すること。

盗_"1遜輩遡主主

(ヘ) 者脊ーの結果、交付聖書{斗に該当する事務組合であって、 2の(t)のイにより交付要

件に;該当するもの{告す記2の(1)の取扱いをするものを除く。)については、 2の

(1)のロの 5%減綴措般による叡を、申官背番の f※ 5%減額扮般による額Jに記

し、交付決定したときは、労働保険事務組合報奨金焚付決定鮮の当該ヰ嚇組合該当

部分の I交河北島定額J欄に 15%減額掛置Jと付記すること。

. :37・
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(ロ) ⑩側目こO印を付されたもので、⑫欄の額が⑫側の額と一致しないものについて

は、(ののハにより申I背番1乙添付された帯面等により、様替不能の生じたロ臨振替納

付識に係る委託事業主のうち前記2(注1)の②に掲げるような事情があり、事務

組合が口座制高替納付日までに第1期分等労働保険料及び当年皮一般拠出金の交付を

受けられなかったことに伴い、援幹不能がやむを得ず生じることとなったものであ

ることを碓認すること。

ただし、自I1記2の取扱いをする場合については、その交付を受けられなかった原

閣となった天災地変等の不可抗力が口座厳替納付日まぜに継続してあったこと及び

これにより委書倒F業主が通常の交付手段をもってしては、同日までに交付できなか

ったこと等在日感線替納付日までに専務組合に交付されなかった第 1)明分等労働保

険料及び当年度一般拠出金のすべてについて具体的に務総するとともに、それ以外

の第1期分等労働保険料及び当年度一般拠出金は口座振替納付日から起算して7f1

を経過した日までにすべて納付されていることを確秘すること。

(斗 この場合の振替不能がやむを得ず生じたものであるかどうかの判断に当たって

は、事務組合が当該振替不能の生じた口A援替納付舎に係る委託事業主に口座振替

納付日までに納付すべき第1期分等労働保険料及び当年度一般処出金の交付を2回

以上競求した事実があり、そのE背泳等に当たって事務総合が当該委託事業主lと前記

2の(注1)の②に掲げるような事情のあることを硫認しておれば、この事情の有

無等の確認は獲しないものとする(ただし、前記2の(幻の取扱いをする場合を除

く。〉。

(エ) @繍は、申告書内訳、領収済通知謀、部掬砲事後場事Q告者 (2)のハにより添付さ

れた未納サ額一流茨等により照合守ること。

ω @欄の同一の基幹殺号の合計は、申t判事事の 115人以下息数1r何E成年度

概算・確定保険料納付状況)J及び [16人以上事業1 r (平成部位継iii・確定

保盟主斜納付状ilIJ1の問ーの基幹番号についてのそれぞれ⑤欄の合計総と一致する

よう照合すること。

(サ 審査の結果、交付劉牛に該当する司王務組合であって、 2の(1)のυイにより交付要

件に核当するもの(商協B2の(1)の取扱いをするものを除く。)については、 2の

(1)の口のo%減額補慨による額を、申Z背番の「※5%減繍検鐙による在胞に記し、

交付決定したときは、労働保検事務組合報奨金交付決定締の当該事務組合該当部分

の f交付決定額」欄Hこr5%減額撒畿jと付記すること。
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